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フ
ラ
ン
ス
大
法
官
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
の
財
政
運
営

）

七
五　
（

は
じ
め
に

　

一
六
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
、
カ
ー
ル
五
世
の
ハ
プ

ス
ブ
ル
ク
家
と
の
数
次
に
わ
た
る
戦
争
は
最
も
重
要
な
国
家
事
案

で
あ
り
、
国
王
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
（
在
位
一
五
一
五
―
四
七
）
の

た
め
に
軍
費
を
捻
出
す
る
こ
と
が
財
務
官
僚
に
託
さ
れ
た
任
務
で

あ
っ
た
。
そ
の
資
金
を
作
る
過
程
で
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ゥ
・
ボ
ー
ヌ

が
不
正
を
問
わ
れ
失
脚（
し
）
1

、
代
わ
り
に
財
務
の
指
揮
を
と
っ
た
の

が
大
法（
官
）
2

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
（
一
四
六
三
―
一
五
三

五
）
で
あ
っ
た
。

　

彼
は
第
三
身
分
か
ら
身
を
興
し
、
一
五
一
五
年
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一

世
が
即
位
す
る
と
直
ち
に
フ
ラ
ン
ス
大
法
官
に
任
ぜ
ら
れ
一
五
三

五
年
死
去
す
る
ま
で
大
法
官
の
職
務
を
全
う
し
た
。
彼
に
対
す
る

同
時
代
人
の
評
価
は
大
変
厳
し
い
も
の
が
多
い
。
法
律
家
で
人
文

主
義
者
で
あ
っ
た
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
パ
ス
キ
エ
（
一
五
二
九
―
一

六
一
五
）
に
は
「
パ
リ
裁
判
所
で
最
初
の
料
理
を
食
べ
、（
ヴ
ァ

ロ
ワ
＝
オ
ル
レ
ア
ン
家
の
）
ル
イ
一
二
世
治
下
の
（
支
流
ヴ
ァ
ロ

ワ
＝
）
ア
ン
グ
レ
ー
ム
家
で
財
産
を
増
や
し
、（
ヴ
ァ
ロ
ワ
＝
ア

ン
グ
レ
ー
ム
家
の
）
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
治
下
で
そ
れ
を
増
大
さ
せ

完
成
さ
せ
た
」
と
書
か（
れ
）
3

、
パ
リ
の
住
人
に
は
「
彼
は
大
変
抜
け

目
が
な
く
、
学
識
が
あ
り
、
か
つ
非
常
に
鋭
い
人
で
あ
る
。
教
皇

ク
レ
メ
ン
ス
（
七
世
）
の
時
代
に
、
つ
い
に
王
の
お
か
げ
で
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
教
皇
特
使
に
な
っ
た
」
と
書
か
れ（
る
）
4

ほ
ど
の
出
世

を
果
た
す
一
方
で
、
一
五
一
九
年
か
ら
一
五
四
九
年
ま
で
パ
リ
高

等
法
院
次
席
検
事
を
務
め
た
ニ
コ
ラ
・
ヴ
ェ
ル
ソ
リ
（
？
―
一
五

四
九
）
に
は
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
大
変
憎
ま
れ
か
つ
恨
ま
れ
た

人
で
、
野
心
が
強
く
、
人
民
と
パ
リ
市
民
に
憎
ま
れ
た
」
と
非
難

さ（
れ
）
5

、
駐
仏
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
使
に
は
「
こ
の
大
法
官
の
無
知
、

七
五

フ
ラ
ン
ス
大
法
官
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
の
財
政
運
営

─
─
一
六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
王
国
財
政
の
財
源
多
角
化
─
─

山

内

邦

雄



史
　
　
　
学
　
第
九
〇
巻
　
第
一
号

）

七
六　
（

意
地
悪
さ
、
不
寛
容
が
、
補
給
の
長
期
化
と
遅
延
の
原
因
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
王
国
の
崩
壊
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
ざ
る
を

得
な
い
」
と
ま
で
一
五
二
七
年
の
本
国
報
告
書
に
書
か
れ
て
い（
る
）
6

。

　

だ
が
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
と
王
太
后
ル
イ
ー
ズ
・
ド
ゥ
・
サ
ヴ

ォ
ワ
（
一
四
七
六
―
一
五
三
一
）
か
ら
は
高
く
評
価
さ
れ
た
。
実

際
、
彼
は
一
六
世
紀
に
在
任
し
た
フ
ラ
ン
ス
大
法
官
一
一
名
の
な

か
で
も
、
司
法
、
行
政
の
み
な
ら
ず
財
政
に
お
い
て
も
顕
著
な
実

績
を
残
し
、
彼
の
下
で
王
家
財
政
か
ら
国
家
財
政
へ
の
転
換
が
行

わ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
法
務
官
僚
、
大
法
官
と
し
て
生
き
た
時

代
は
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
で
あ
り
、
英
仏
百
年
戦
争
が

終
結
し
た
フ
ラ
ン
ス
王
国
に
と
っ
て
は
、
政
治
と
社
会
の
安
定
、

そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る
経
済
基
盤
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
な
時

代
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
、
デ
ュ
プ
ラ
は
、

大
法
官
と
し
て
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
か
ら
要
求
さ
れ
る
任
務
を
果
た

す
こ
と
で
、
国
王
を
支
え
王
権
強
化
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
五
一
五
年
九
月
の
イ
タ
リ
ア
・
マ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
戦
い
で
ミ

ラ
ノ
を
回
復
し
た
フ
ラ
ン
ス
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
と
の
政
教
協
約
、

近
隣
列
強
（
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
、
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
、
ス
イ
ス
盟

約
者
団
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
）
と
の
平
和
条
約
を
締
結
し
外
交
面
で

も
安
定
し
た
か
に
見
え
た
が
、
一
五
一
九
年
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国

皇
帝
選
挙
に
お
い
て
ス
ペ
イ
ン
国
王
カ
ル
ロ
ス
一
世
（
の
ち
の
皇

帝
カ
ー
ル
五
世
）
に
敗
れ
て
以
降
、
カ
ー
ル
五
世
と
の
戦
争
は
フ

ラ
ン
ソ
ワ
一
世
治
世
を
通
し
て
断
続
的
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
間
フ

ラ
ン
ソ
ワ
一
世
自
身
が
捕
虜
に
な
る
な
ど
フ
ラ
ン
ス
は
危
機
状
態

に
な
る
が
、
デ
ュ
プ
ラ
は
摂
政
ル
イ
ー
ズ
・
ド
ゥ
・
サ
ヴ
ォ
ワ
を

輔
弼
し
外
交
、
国
内
政
治
・
治
安
維
持
の
み
な
ら
ず
財
政
運
営
に

お
い
て
も
手
腕
を
発
揮
し
、
財
政
に
お
け
る
事
績
は
そ
の
後
の
フ

ラ
ン
ス
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
財
政
手
法
の
基
礎
を

作
っ
た
と
も
い
え
る
。

　

本
稿
は
、
デ
ュ
プ
ラ
が
ど
の
よ
う
な
財
政
政
策
を
採
り
、
ま
た

王
の
要
請
に
応
え
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
新
た
な
調
達
手
法
と

財
源
を
開
拓
し
た
の
か
を
追
う
こ
と
で
、
一
六
世
紀
前
半
の
フ
ラ

ン
ス
王
国
財
政
の
変
化
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
一
章　

先
行
研
究

　

先
行
研
究
に
つ
き
概
観
し
て
み
る
。
本
稿
の
研
究
対
象
で
あ
る

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
に
関
す
る
先
行
研
究
は
つ
ぎ
の
三
件

で
あ
る
。
ま
ず
エ
ド
ワ
ー
ド
・
フ
ァ
イ
エ
・
ド
ゥ
・
ブ
リ
に
よ
る

『
一
六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
三
人
の
司
法
官
』（
一
八
四（
四
）
7

）

の
一
章
「
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
の
生
涯
」
で
あ
る
。
著
者

は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
政
教
協
約
交
渉
、
ブ
ル
ボ
ン
公
シ
ャ
ル
ル
の
離

反
事
件
で
の
デ
ュ
プ
ラ
の
対
処
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
次
い
で
、

七
六



フ
ラ
ン
ス
大
法
官
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
の
財
政
運
営

）

七
七　
（
七
七

ア
ル
ベ
ー
ル
・
ビ
ュ
イ
ッ
ソ
ン
の
『
大
法
官
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ

ュ
プ
ラ
』（
一
九
三（
五
）
8

）
は
、
デ
ュ
プ
ラ
の
生
涯
に
つ
い
て
の
研

究
で
あ
る
。
デ
ュ
プ
ラ
の
出
自
か
ら
は
じ
ま
り
、
大
法
官
と
し
て

の
経
歴
、
事
績
を
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
政
教
協
約
、
外
交
、
経
済
・
財
政

に
わ
け
詳
述
し
た
。
著
者
は
、
デ
ュ
プ
ラ
を
賞
賛
し
て
は
お
ら
ず
、

彼
が
不
人
気
で
あ
っ
た
こ
と
と
理
由
も
列
挙
し
て
い
る
が
、
国
王

フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
と
王
太
后
ル
イ
ー
ズ
・
ド
ゥ
・
サ
ヴ
ォ
ワ
へ
の

献
身
と
王
権
を
強
化
す
る
上
で
障
害
と
な
る
制
度
、
法
律
な
ど
を

排
除
し
た
こ
と
を
彼
の
最
大
の
貢
献
と
し
た
。
第
三
は
セ
ド
リ
ッ

ク
・
ミ
シ
ョ
ン
編
の
『
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
顧
問
た
ち
』（
二
〇

一
一
）
中
の
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ヴ
ェ
レ
著
「
法
律
家
と
大
臣
の

間
：
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
実
務
家

顧（
問
）
9

」
で
あ
る
。
著
者
は
、
デ
ュ
プ
ラ
が
大
法
官
と
し
て
の
権
限

と
同
時
に
、
他
の
国
王
顧
問
会
議
メ
ン
バ
ー
の
能
力
不
足
も
あ
り

財
政
で
の
実
権
も
掌
握
し
、
一
五
二
〇
年
代
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
王

国
政
治
を
統
率
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

デ
ユ
プ
ラ
本
人
に
関
す
る
研
究
で
は
な
い
が
、
ア
ン
ヌ
・
ル
セ

レ
＝
ピ
モ
ン
の
『
一
六
世
紀
に
お
け
る
大
法
官
と
法
』（
二
〇
〇（
五
）
10

）

は
法
制
度
に
お
い
て
も
中
世
か
ら
近
世
へ
の
過
渡
期
で
あ
る
一
六

世
紀
の
三（
名
）
11

の
大
法
官
の
法
お
よ
び
法
制
度
に
つ
い
て
の
考
え
方

を
分
析
し
、
デ
ュ
プ
ラ
の
大
法
官
と
し
て
の
職
務
、
法
に
対
す
る

彼
の
考
え
方
を
解
明
し
て
い
る
。

　

一
六
世
紀
の
財
政
・
金
融
史
に
つ
い
て
は
、
財
政
関
係
史
料
が

パ
リ
会
計
院
の
火
災
、
大
革
命
と
パ
リ
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
騒
乱
に
よ

り
消
失
し
た
た
め
、
行
政
文
書
に
基
づ
く
研
究
が
主
体
で
あ
る
。

ま
た
財
政
全
般
の
研
究
よ
り
も
具
体
的
案
件
ご
と
の
研
究
が
多
く

行
わ
れ
て
き
た
。
パ
リ
市
債
発
行
に
つ
い
て
は
カ
ウ
エ
が
『
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
公
的
信
用
の
始
ま
り
、
十
六
世
紀
の
都
市
公
債
』

（
一
八
九（
五
）
12

）、
シ
ュ
ナ
ペ
ー
ル
が
『
一
六
世
紀
に
お
け
る
公
債
』

（
一
九
五（
七
）
13

）
を
発
表
し
て
い
る
。
前
者
が
一
五
二
二
年
発
行
の

パ
リ
市
債
の
「
公
的
債
務
」
の
観
点
か
ら
の
分
析
、
研
究
で
あ
る

の
に
対
し
、
後
者
は
、
市
債
の
技
術
的
、
経
済
的
観
点
か
ら
の
研

究
で
あ
る
。
官
職
売
買
に
つ
い
て
は
、
ド
ウ
セ
は
、『
パ
リ
高
等

法
院
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
政
府
の
関
係
』（
一
九
二
一
お
よ
び
一

九
二（
六
）
14

）
に
お
い
て
パ
リ
高
等
法
院
の
評
定
官
職
増
設
に
関
す
る

政
府
と
パ
リ
高
等
法
院
の
争
い
に
焦
点
を
あ
て
両
者
の
関
係
が
い

か
に
緊
張
を
は
ら
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
か
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た

ス
ト
ッ
カ
ー
の
『
ル
ネ
サ
ン
ス
期
君
主
制
政
府
の
公
的
・
私
的
事

業
：
パ
リ
高
等
法
院
官
職
の
最
初
の
売
却
』（
一
九
七（
八
）
15

）
も
一

五
二
二
年
の
パ
リ
高
等
法
院
評
定
官
職
増
設
を
核
と
し
て
官
職
売

買
の
実
態
を
解
明
し
た
研
究
で
あ
る
。

　

一
六
世
紀
全
般
の
財
政
・
金
融
に
つ
い
て
は
ド
ウ
セ
が
『
一
六



史
　
　
　
学
　
第
九
〇
巻
　
第
一
号

）

七
八　
（

世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
機
構
』（
一
九
四（
八
）
16

）
の
中
で

概
説
的
に
財
政
・
徴
税
機
構
、
財
務
官
僚
組
織
、
聖
職
者
へ
の
課

税
を
記
述
し
て
い
る
。
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
の
財
政
・
金
融
史
研
究

は
少
な
く
な
っ
た
が
、
ウ
ル
フ
の
『
フ
ラ
ン
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期

の
財
政
制
度
』（
一
九
七（
二
）
17

）
は
数
少
な
い
研
究
の
一
つ
で
あ
る
。

　

し
か
し
一
九
八
〇
年
フ
ラ
ン
ス
経
済
・
金
融
史
委
員
会
設
立
以

降
、
金
融
財
政
史
の
研
究
が
急
速
に
進
展
し
た
。
一
六
世
紀
財
政

金
融
史
に
つ
い
て
は
、
ア
モ
ン
の
『
王
の
金
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世

治
下
の
財
政
』（
一
九
九（
四
）
18

）
が
少
な
い
財
政
文
書
を
行
政
文
書

で
補
完
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
六
世
紀
の
財
政
に
光
を
あ
て
包
括

的
か
つ
個
別
的
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
治
下
の
財
政
を
論
述
し
て
い

る
。
そ
の
他
フ
ラ
ン
ス
財
政
史
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
前
掲
拙

稿
を
ご
参
照
頂
き
た
い
。

　

フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
治
世
は
、
フ
ラ
ン
ス
史
の
中
で
も
フ
ラ
ン

ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
あ
て
ら
れ
る
が
、

政
治
、
経
済
、
そ
し
て
財
政
金
融
に
お
い
て
も
そ
の
後
の
フ
ラ
ン

ス
・
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
基
盤
を
作
っ
た
時
代
で
あ
っ
た

と
言
え
、
一
五
二
〇
年
代
か
ら
一
五
四
〇
年
代
の
期
間
は
、
財
政

金
融
に
お
い
て
一
つ
の
時
代
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は

一
五
二
〇
年
代
の
デ
ュ
プ
ラ
が
腕
を
振
る
っ
た
時
代
に
焦
点
を
あ

て
、
デ
ュ
プ
ラ
が
経
済
・
財
政
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
も

ち
、
王
の
要
請
に
応
え
る
た
め
に
ど
の
よ
う
に
財
源
を
広
げ
、
ど

の
よ
う
な
手
法
で
資
金
を
調
達
し
た
の
か
を
検
証
し
、
君
主
制
国

家
初
期
の
財
政
金
融
面
で
の
変
化
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
ま
ず
第
2
章
で
デ
ュ
プ
ラ
本
人
の
出

自
と
初
期
経
歴
を
概
観
し
、
第
3
章
に
お
い
て
大
法
官
と
し
て
の

事
績
を
検
証
し
、
第
4
章
に
お
い
て
彼
の
経
済
・
財
政
に
つ
い
て

の
考
え
方
を
提
示
し
、
第
5
章
に
お
い
て
具
体
的
な
財
源
開
拓
策
、

調
達
手
段
と
そ
の
実
現
手
法
を
解
明
し
た
。

　

な
お
、
数
字
に
基
づ
く
資
・
史
料
が
少
な
い
た
め
、
本
論
に
お

い
て
は
先
行
研
究
の
ほ
か
、
デ
ュ
プ
ラ
の
秘
書
の
日
記
、
あ
る
い

は
『
パ
リ
住
民
の
日
記
』
な
ど
日
記
・
回
顧
録
の
ほ
か
、
行
政
資

料
で
あ
る
『
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
治
下
の
証
書
目（
録
）
19

』
を
使
用
し
で

き
る
だ
け
の
数
値
化
を
試
み
た
。

第
二
章　



ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
の
出
自
と　
　

初
期
の
経
歴

　

彼
は
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
四
世
を
父
に
、
ジ
ャ
ク

リ
ー
ヌ
・
ボ
イ
エ
を
母
と
し
て
一
四
六
三
年
一
月
一
七
日
に
オ
ー

ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
イ
ソ
ワ
ー
ル
に
生
ま
れ
た
。
彼
が
出
た
デ
ュ
プ
ラ

家
は
第
三
身
分
に
属
し
、
一
四
世
紀
初
期
か
ら
歴
史
に
現
れ
、
一

三
一
四
年
の
都
市
タ
イ
ユ
納
税
簿
に
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
デ
ュ
プ
ラ
の

七
八
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名
が
見
え
る
。
ベ
ル
ト
ラ
ン
は
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
サ
ン
・
フ

ル
ー
ル
に
お
い
て
地
方
行
政
や
国
王
政
府
の
要
務
な
ど
公
的
職
責

を
果
た
し
な
が
ら
、
商
業
と
金
融
を
営
ん
で
財
産
を
蓄
積
し
、
全

国
三
部
会
の
代
議
員
、
一
三
三
〇
年
頃
に
は
市
の
参
事
会
員
と
な

り
、《petitecom

m
une

》
と
呼
ば
れ
る
名
望
家
グ
ル
ー
プ
に
属

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ベ
ル
ト
ラ
ン
の
孫
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ

プ
ラ
一
世
は
、
一
三
八
五
年
以
降
市
の
収
入
役
（receveurde

laville

）、
市
参
事
会
（conseildelacom

m
une

）
メ
ン
バ
ー
、

公
証
人
、
検
事
を
務
め
、
一
三
九
四

年
に
は
市
の
行
政
を
統
治

す
る
三
人
の
執
政
（consul

）
の
一
人
に
選
任
さ
れ
、
デ
ュ
プ
ラ

家
は
《hautecom

m
une

》
と
呼
ば
れ
る
さ
ら
に
上
流
の
階
層

に
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
四
一
〇
年
に
は
領
主
で
あ
る
ベ

リ
ー
公
ジ
ャ
ン
一
世
の
尚
書
部
長
（chancelier
）
を
兼
任
し
、

公
が
死
亡
す
る
一
四
一
六
年
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ
た
。

　

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
一
世
の
孫
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
三
世
の

時
代
に
、
デ
ュ
プ
ラ
家
は
サ
ン
・
フ
ル
ー
ル
を
出
て
、
妻
の
実
家

で
あ
る
シ
ャ
リ
エ（
家
）
20

の
あ
る
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
イ
ソ
ワ
ー
ル
に

移
っ
た
。
そ
の
息
子
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
四
世
（
大
法
官
ア
ン
ト
ワ
ー

ヌ
の
父
）
は
土
地
の
有
力
者
ボ
イ
エ
家
の
娘
ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
と
結

婚
、
ま
た
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
四
世
の
妹
ベ
ロ
ー
が
ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
の

兄
オ
ー
ト
ル
モ
ワ
ン
ヌ
・
ボ
イ
エ
と
結
婚
し
、
地
元
の
姻
戚
関
係

を
強
化
し
て
い
っ
た
。
妹
夫
妻
の
息
子
が
、
の
ち
の
ノ
ル
マ
ン
デ

ィ
財
務
総
官
ト
マ
・
ボ
イ
エ
（
在
任
一
四
九
三
―
一
五
二
四
）
で

あ
り
、
ト
マ
の
妻
は
同
じ
く
財
務
総
官
ギ
ヨ
ー
ム
・
ブ
リ
ソ
ネ
と

ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ゥ
・
ボ
ー
ヌ
の
姉
の
娘
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
大
法

官
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
は
ト
マ
・
ボ
イ
エ
の
従
兄
弟
に
あ

た
る
と
と
も
に
、
ブ
リ
ソ
ネ
家
と
ド
ゥ
・
ボ
ー
ヌ
家
と
い
う
一
五

世
紀
中
葉
以
来
の
財
務
官
僚
実
力
者
の
家
系
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
は
ど
の
よ
う
な
教
育
を
受

け
た
の
だ
ろ
う
か
。
初
等
教
育
は
土
地
の
修
道
院
で
授
け
ら
れ
た

と
す
る
研
究
も
あ
り
、
一
〇
歳
か
ら
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
院
で
学

ん
だ
と
さ
れ
て
い（
る
）
21

。
高
等
教
育
に
つ
い
て
は
、
イ
ソ
ワ
ー
ル
市

記
録
に
「
彼
の
父
は
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
で
教
育
を
受
け
さ
せ
た
」
と

さ
れ
、
公
式
文
書
で
は
ド
ュ
プ
ラ
の
肩
書
と
し
て
法
学
博
士

（docteuresdroicts

（sic

））
が
記
載
さ
れ
て
い（
る
）
22

が
、
パ
ド
ヴ
ァ

大
学
に
は
彼
の
在
学
を
示
す
記
録
は
な
く
、
オ
ル
レ
ア
ン
、
ト

ゥ
ー
ル
ー
ズ
あ
る
い
は
パ
リ
な
ど
フ
ラ
ン
ス
王
国
内
の
大
学
に
も

彼
の
在
学
を
示
す
史
料
は
な
い
。
彼
が
通
っ
た
教
育
機
関
を
示
す

史
料
は
、
結
局
、
初
等
教
育
か
ら
大
学
ま
で
見
つ
け
る
こ
と
は
で

き
て
い
な（
い
）
23

。

　

学
業
終
了
後
し
ば
ら
く
の
間
パ
リ
で
弁
護
士
と
し
て
働
い
た
後
、

七
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一
四
九
〇
年
デ
ュ
プ
ラ
は
モ
ン
フ
ェ
ラ
ン
の
バ
イ
イ
代
理
官

（lieutenantdubaillage

）
と
な
っ
た
。
当
時
、
モ
ン
フ
ェ
ラ

ン
は
低
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方
の
「
良
き
都
市
」（bonnes

villes
）
の
一
つ
で
、「
豊
か
な
自
由
民
の
多
い（
町
）
24

」
で
あ
っ
た
が
、

一
五
世
紀
の
バ
イ
イ
と
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
は
、
貴
族
・
封
建
領
主
、

聖
職
者
な
ど
の
封
建
勢
力
あ
る
い
は
都
市
民
に
対
し
て
国
王
権
力

を
守
る
官
職
で
、
モ
ン
フ
ェ
ラ
ン
の
バ
イ
イ
出
身
者
に
は
国
王
侍

従
に
出
世
す
る
者
も
い（
た
）
25

。

　

一
四
九
五
年
八
月
デ
ュ
プ
ラ
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
高
等
法
院
次
席

検
事
（avocatgénéral

）
に
任
命
さ
れ
、
一
五
〇
三
年
ま
で
勤

務
し
た
。
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
高
等
法
院
の
判
決
記
録
簿
に
は
デ
ュ
プ

ラ
に
関
す
る
記
録
は
少
な
く
、
彼
の
在
任
中
の
公
判
記
録
は
一
巻

し
か
残
っ
て
い
な
い
が
、
約
八
〇
件
の
弁
論
がA

ntoine

《D
e-

prato

》（sic

）の
名
で
行
わ
れ
て
お（
り
）
26

、
一
五
〇
三
年
一
〇
月
一
三

日
、
彼
は
王
室
訴
願
審
査
官
（m

aîtredesrequêtesordi-
nairesdelH̓

ôtel

）
に
任
命
さ
れ
、
さ
ら
に
翌
年
七
月
ル
イ
一

二
世
に
よ
り
、
他
の
三
人
の
評
定
官
と
と
も
に
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ア

ン
事（
件
）
27

を
専
管
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
五
年
と
い
う
短
い
期
間

で
あ
っ
た
が
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
高
等
法
院
勤
務
は
彼
の
法
律
家
と

し
て
の
形
成
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
重
要
な
過
程
で
あ
っ
た
。
同

高
等
法
院
は
ロ
ー
マ
法
の
中
央
集
権
思
想
を
奉
じ
、
既
存
の
封
建

権
力
を
王
権
に
従
属
さ
せ
る
高
等
法
院
と
見
ら
れ
て
い
た
か
ら
で

あ（
る
）
28

。

　

だ
が
、
こ
の
こ
ろ
彼
は
買
官
者
と
見
做
さ
れ
て
い
た
。
王
に
多

額
の
融
資
を
し
て
い
た
こ
と
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
デ
ュ
プ
ラ

は
国
王
か
ら
は
パ
リ
高
等
法
院
の
王
室
訴
願
審
査
官
に
任
命
さ
れ

て
は
い
た
が
、
パ
リ
高
等
法
院
は
自
ら
が
任
用
す
る
と
の
立
場
を

と
っ
て
お
り
、
ま
だ
王
に
よ
る
任
命
は
同
法
院
に
は
認
め
ら
れ
て

い
な
か
っ（
た
）
29

。
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ア
ン
事
件
が
終
結
し
た
一
五
〇
五

年
一
月
に
な
り
、
彼
は
よ
う
や
く
パ
リ
高
等
法
院
評
定
官
兼
訴
願

審
査
官
（conseilleretm

aîtredesrequêtesordinaire

）

と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
彼
の
任
命
の
有
効
性
を
審
議
し
た
パ
リ
高

等
法
院
議
事
録
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
一
五
〇
四

（
一
五
〇（
五
）
30

）
年
一
月
二
四
日
木
曜
。
本
日
、
法
学
博
士
ア
ン
ト

ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
師
は
本
法
院
に
国
王
の
公
開
王
状
を
提
出
し

た
。
同
王
状
に
よ
り
、
国
王
陛
下
は
同
師
に
評
定
官
兼
訴
願
審
査

官
の
職
を
付
与
し
、
当
法
院
に
よ
り
受
諾
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し

た
。
同
王
状
は
読
み
上
げ
ら
れ
、
審
議
さ
れ
、（
デ
ュ
プ
ラ
師

が
）
宣
誓
を
行
う
こ
と
で
受
諾
さ
れ
た
」。
こ
の
後
、
デ
ュ
プ
ラ

の
官
職
購
入
の
件
を
審
議
す
る
た
め
、
同
法
院
は
三
名
の
財
務
総

官
ジ
ャ
ッ
ク
・
ウ
ー
ロ
、
ト
マ
・
ボ
イ
エ
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ゥ
・

ボ
ー
ヌ
を
召
喚
し
、
デ
ュ
プ
ラ
に
よ
る
王
へ
の
融
資
、
王
か
ら
の

八
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返
済
と
そ
の
信
憑
性
に
つ
き
財
務
総
官
た
ち
を
尋
問
し
、
デ
ュ
プ

ラ
の
王
へ
の
融
資
金
は
返
済
さ
れ
た
旨
の
回
答
を
得
た
。
高
等
法

院
は
デ
ュ
プ
ラ
の
訴
願
審
査
官
職
の
任
命
を
審
議
し
、
そ
の
後
デ

ュ
プ
ラ
が
呼
ば
れ
、
法
院
で
自
ら
が
述
べ
た
こ
と
は
真
実
で
あ
り
、

い
か
な
る
虚
偽
、
不
正
も
行
っ
て
い
な
い
こ
と
を
宣
誓
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
高
等
法
院
に
お
い
て
彼
の
評
定
官
職
が
認
め
ら
れ（
た
）
31

。

　

こ
う
し
て
パ
リ
高
等
法
院
評
定
官
と
な
っ
た
デ
ュ
プ
ラ
は
、

翌
々
年
一
一
月
に
は
同
法
院
第
四
院
長
と
な
り
、
同
時
に
ブ
ル

タ
ー
ニ
ュ
高
等
法
院
長
に
任
命
さ
れ
た
。
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
女
公
で

も
あ
っ
た
王
妃
ア
ン
ヌ
・
ド
ゥ
・
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
意
向
で
あ
っ

た
と
言
わ
れ（
る
）
32

。
翌
二
月
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
大
法
官
に
昇
進
し
た

ジ
ャ
ン
・
ド
ゥ
・
ガ
ネ
の
後
を
継
ぎ
、
デ
ュ
プ
ラ
は
パ
リ
高
等
法

院
長
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
間
一
五
〇
八
年
一
二
月
に
は
オ
ー
ヴ

ェ
ル
ニ
ュ
地
方
の
慣
習
法
の
成
文
化
を
ル
イ
一
二
世
に
よ
り
命
ぜ

ら
れ
、
そ
の
成
果
は
一
五
一
一
年
五
月
二
〇
日
に
公
布
さ
れ
、
高

い
評
価
を
得（
た
）
33

。

第
三
章　

大
法
官
と
し
て
の
事
績

　

一
五
一
五
年
一
月
一
日
ル
イ
一
二
世
が
没
す
る
と
、
ヴ
ァ
ロ
ワ

王
家
の
支
流
に
属
し
、
ル
イ
一
二
世
の
王
女
ク
ロ
ー
ド
の
婿
で
あ

る
ア
ン
グ
レ
ー
ム
伯
フ
ラ
ン
ソ
ワ
が
即
位
し
て
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一

世
と
な
っ
た
。
新
国
王
は
た
だ
ち
に
重
臣
・
官
僚
の
官
職
確
認
と

任
命
を
行
い
、
パ
リ
高
等
法
院
長
で
あ
っ
た
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ

ュ
プ
ラ
を
フ
ラ
ン
ス
大
法
官
に
任
命
し（
た
）
34

。
大
法
官
職
は
ド
ゥ
・

ガ
ネ
の
死
去
に
よ
り
一
五
一
二
年
以
降
正
式
に
は
空
席
で
あ
っ
た

が
、
慣
例
に
よ
り
国
璽
尚
書
（gardedessceaux

）
に
そ
の
任

務
が
委
託
さ
れ
て
お
り
、
国
璽
尚
書
を
兼
任
し
て
い
た
パ
リ
司
教

エ
チ
エ
ン
ヌ
・
ポ
ン
シ
ェ
、
元
帥
（m

aréchal

）
オ
デ
・
ド

ゥ
・
フ
ォ
ワ
を
経
て
、
国
璽
尚
書
兼
務
の
パ
リ
高
等
法
院
長
デ
ュ

プ
ラ
が
大
法
官
職
に
任
命
さ
れ
た
。
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
商
人
家

系
出
身
の
法
務
官
僚
が
国
政
の
頂
点
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。

　

彼
は
何
故
大
法
官
に
任
命
さ
れ
た
の
か
。
彼
が
ア
ン
グ
レ
ー
ム

伯
フ
ラ
ン
ソ
ワ
（
の
ち
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
）
に
学
問
を
教
え
た

か
ら
で
あ
る
と
の（
説
）
35

、
ま
た
ル
イ
一
二
世
の
王
女
ク
ロ
ー
ド
・
ド

ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
カ
ー
ル
（
後
の
皇
帝
カ
ー

ル
五
世
）
の
結
婚
の
危
険
性
を
進
言
し
、
結
果
と
し
て
王
女
は
ア

ン
グ
レ
ー
ム
伯
フ
ラ
ン
ソ
ワ
と
結
婚
し
、
そ
の
た
め
フ
ラ
ン
ソ
ワ

が
国
王
に
な
っ
た
こ
と
を
王
太
后
ル
イ
ー
ズ
・
ド
ゥ
・
サ
ヴ
ォ
ワ

が
評
価
し
た
た
め
で
あ
る
と
の（
説
）
36

が
あ
る
。
い
ず
れ
も
根
拠
は
明

確
で
は
な
い
が
、
王
と
王
太
后
の
お
気
に
入
り
で
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
が
な
く
、「
大
法
官
の
地
位
は
売
官
で
も
相
続
で
も
な
か

っ
た
が
、
個
人
的
ひ
い
き
が
決
定
的
な
要
素
で
あ
っ
た
。
ル
イ
ー

八
一
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ズ
・
ド
ゥ
・
サ
ヴ
ォ
ワ
へ
の
奉
仕
が
王
の
注
意
を
引
い（
た
）
37

」
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
の
ち
彼
は
王
権
を
強
化
せ
ん
と
し
て
辣
腕
を
揮
い
、

一
五
三
五
年
に
死
去
す
る
ま
で
大
法
官
の
地
位
を
維
持
し
続
け
た
。

　

ま
た
高
等
法
院
在
任
中
の
一
五
〇
八
年
に
妻
が
死
去
し
、
一
五

一
七
年
聖
職
者
に
叙
階
さ
れ
、
一
五
二
二
年
に
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
司
教

に
就
き
、
一
五
二
五
年
サ
ン
ス
大
司
教
な
ら
び
に
サ
ン
・
ブ
ノ

ワ
＝
シ
ュ
ー
ル
＝
ロ
ワ
ー
ル
修
道
院
長
に
、
一
五
二
七
年
に
は
枢

機
卿
に
叙
せ
ら
れ
、
そ
し
て
一
五
三
〇
年
に
は
教
皇
特
使
と
な
り
、

聖
職
者
と
し
て
の
地
位
も
高
め
て
い
っ（
た
）
38

。
こ
の
よ
う
な
立
場
を

得
た
こ
と
に
よ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
は
教
会
に
も
強
く
干

渉
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

さ
て
彼
が
務
め
た
フ
ラ
ン
ス
大
法
官
職
と
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
法
官
は
中
世
以
来
王
国
の
司
法
、
行

政
、
さ
ら
に
財
政
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点
で
あ（
り
）
39

、
大
法
官
職
よ

り
上
位
に
は
軍
人
で
あ
る
大
元
帥
職
（connetable

）
し
か
な（
く
）
40

、

大
法
官
と
大
元
帥
の
み
が
国
王
か
ら
罷
免
さ
れ
な（
い
）
41

要
職
で
あ
っ

た
。
大
法
官
は
、
第
一
に
大
法
官
府
（chancellerie

）
の
長
と

し
て
、
国
王
の
意
思
や
、
国
王
顧
問
会
議
の
決
定
を
文
書
と
し
て

起
案
し
、
ま
た
管
理
し
て
い
る
国
王
印
璽
を
捺
し
て
、
王
令
等
の

形
で
発
行
す
る
権
能
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
大
法
官
府

の
人
事
の
長
で
あ
り
、
公
証
人
・
秘
書
官
職
（notaireet

secretaire

）
社
団
の
保
護
者
で
あ
り
、
彼
ら
は
大
法
官
に
宣
誓

書
を
提
出
し
た
。

　

第
二
に
王
国
の
司
法
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
長
で
あ
り
、
高
等
法
院
、

バ
イ
ア
ー
ジ
、
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
を
通
し
て
王
国
の
司
法
制
度
と
そ

の
人
事
を
管
掌
し
た
。
第
三
に
国
王
顧
問
会
議
を
主
宰
し
、
さ
ら

に
外
交
交
渉
も
行
い
、
財
政
に
も
関
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
広
範

な
職
掌
と
権
限
を
有
し
た
の
で
あ（
る
）
42

。

　

で
は
、

デ
ュ
プ
ラ
は
大
法
官
と
し
て
ど
の
よ
う
な
業
績
を
上
げ

た
の
か
見
て
み
よ
う
。
第
一
に
挙
げ
る
べ
き
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁

と
交
渉
し
て
、
一
五
一
六
年
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
政
教
協
約
（Concor-

dat

）
を
成
立
さ
せ
、
協
約
成
立
に
反
対
す
る
勢
力
の
筆
頭
で
あ

っ
た
パ
リ
高
等
法
院
を
屈
服
さ
せ
た
こ
と
で
あ（
る
）
43

。
ロ
ー
マ
教
会

と
の
関
係
の
正
常
化
は
、
か
つ
て
ル
イ
一
一
世
治
世
の
一
四
六
四

年
に
も
議
論
さ
れ
た
も
の
の
、
解
決
を
見
な
か
っ
た
難
問
で
あ
っ

た
が
、
交
渉
の
最
大
の
問
題
は
一
四
三
八
年
の
「
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の

国
事
詔
書
（Pragm

atiqueSanction

）」
の
廃
止
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
司
教
、
修
道
院
長
な
ど
高
位
聖
職
者
の
選
出
方
法
、
教
皇

庁
に
よ
る
聖
職
禄
取
得
納
金
（annates

）
の
廃
止
な
ど
フ
ラ
ン

ス
教
会
の
基
本
的
統
治
を
規
定
し
た
も
の
で
、
高
等
法
院
や
パ
リ

大
学
神
学
部
な
ど
は
、
こ
の
廃
止
は
フ
ラ
ン
ス
教
会
の
諸
制
度
と

自
由
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
強
く
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
デ
ュ

八
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プ
ラ
は
、
王
に
代
わ
っ
て
、
政
教
協
約
を
締
結
し
て
も
フ
ラ
ン
ス

教
会
の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
、「
高
等
法
院
に
よ

る
手
続
き
が
規
則
通
り
行
わ
れ
、
協
約
文
書
を
し
っ
か
り
と
読
み
、

討
議
す
れ
ば
、
登
録
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
」
と
反
対
勢
力

を
非
難
し
、
さ
ら
に
「
登
録
拒
否
は
王
権
の
原
則
を
傷
つ
け
る
も

の
で
あ
る
。
王
国
は
貴
族
政
で
な
く
君
主
国
家
で
あ
り
、
重
要
な

案
件
は
少
数
の
人
間
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
他
の
者

は
そ
れ
に
単
純
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
高
等
法
院
は
建
言
を
し
た

後
は
、
王
の
決
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
王
権
の
絶
対

性
を
強
調
し（
た
）
44

。
パ
リ
高
等
法
院
は
、
そ
の
後
も
手
続
き
を
遅
ら

せ
て
い
た
が
、
同
年
三
月
「
政
教
協
約
は
国
王
陛
下
の
度
重
な
る

命
令
と
要
請
に
よ（
り
）
45

」
と
付
記
し
て
、
よ
う
や
く
登
録
し
た
。
ボ

ロ
ー
ニ
ャ
政
教
協
約
の
調
印
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
政
に
と
っ
て
フ
ラ

ン
ス
教
会
の
高
位
聖
職
者
の
実
質
的
任
命
権
を
確
実
に
し
た
き
わ

め
て
意
味
の
あ
る
条
約
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
批
准
実
現
に
お
い
て
、

フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
強
い
意
思
が
働
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
も

の
の
、
デ
ュ
プ
ラ
の
功
も
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
一
五
二
五
年
二
月
パ
ヴ
ィ
ア
の
戦
い
に
敗
れ
て
フ
ラ
ン
ソ

ワ
一
世
が
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
の
捕
虜
と
な
る
と
い
う
危
機
に
臨
ん

で
、
国
王
虜
囚
中
の
国
内
統
治
と
王
の
釈
放
交
渉
に
デ
ュ
プ
ラ
が

当
た
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
王
不
在
の
間
の
国
内
政
治
は

王
太
后
ル
イ
ー
ズ
・
ド
ゥ
・
サ
ヴ
ォ
ワ
が
摂
政
と
し
て
行
っ
た
が
、

デ
ュ
プ
ラ
は
そ
れ
を
輔
弼
し
、
特
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
と
彼
の
身

代
わ
り
と
し
て
人
質
と
な
っ
た
二
人
の
王
子
の
釈
放
交
渉
、
そ
し

て
そ
の
身
代
金
資
金
の
調
達
に
努
め
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
ま
ず
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
国
王
ヘ
ン
リ
八
世
を
買
収
し
て
取
り
込
み
を
は
か
り
、

一
五
二
五
年
八
月
三
〇
日
平
和
条
約
を
締
結
し（
た
）
46

が
、
そ
の
際
に

デ
ュ
プ
ラ
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し（
た
）
47

。
ま
た
カ
ー
ル
五
世
と
の

交
渉
に
も
デ
ュ
プ
ラ
は
司
令
塔
と
し
て
関
与
し
、
一
五
二
六
年
一

月
一
三
日
の
マ
ド
リ
ー
ド
和
約
締
結
に
大
き
く
貢
献
し
、
三
月
一

七
日
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
釈
放
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
、

外
交
交
渉
の
方
針
や
内
政
、
特
に
財
政
運
営
に
つ
い
て
は
彼
に
頼

り
切
り
、
重
要
案
件
の
決
定
も
国
王
顧
問
会
議
に
諮
る
こ
と
な
く
、

王
太
后
と
デ
ュ
プ
ラ
で
決
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い（
う
）
48

。
さ
ら
に

同
年
五
月
二
二
日
フ
ラ
ン
ス
は
カ
ー
ル
五
世
の
強
大
化
を
恐
れ
る

教
皇
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
ミ
ラ
ノ
と
コ
ニ
ャ
ッ

ク
同
盟
を
結
び
、
そ
の
後
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
も
こ
れ
に
参
加
し
て
、

カ
ー
ル
五
世
に
対
抗
す
る
陣
営
を
形
成
し
た
が
、
デ
ュ
プ
ラ
は
こ

の
コ
ニ
ャ
ッ
ク
同
盟
成
立
の
功
に
よ
り
枢
機
卿
に
任
ぜ
ら
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
二
王
子
の
解
放
交
渉
が
進
ま
ず
戦
争
に
逸
る
フ
ラ
ン

ソ
ワ
一
世
を
諫
め
て
、
平
和
を
維
持
す
べ
き
と
説
い（
た
）
49

。
彼
の
こ

の
努
力
が
、
戦
争
で
は
な
く
、
交
渉
を
進
展
さ
せ
、
一
五
二
九
年

八
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の
カ
ン
ブ
レ
ー
和
約
を
も
た
ら
し
た
と
も
さ
れ
る
。

　

だ
が
カ
ン
ブ
レ
ー
和
約
に
よ
っ
て
、
カ
ー
ル
五
世
は
ブ
ル
ゴ
ー

ニ
ュ
割
譲
要
求
を
断
念
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
も
ミ
ラ
ノ
を

放
棄
し
、
ト
ゥ
ル
ネ
ー
と
ト
ウ
ル
ネ
シ
ス
を
皇
帝
に
割
譲
し
、
ブ

ル
ボ
ン
公
シ
ャ
ル
ル
へ
の
判
決
を
取
り
消
し
、
そ
の
相
続
財
産
を

回
復
す
る
な
ど
の
屈
辱
的
な
義
務
を
負
い
、
さ
ら
に
二
王
子
の
釈

放
身
代
金
が
二
〇
〇
万
エ
キ
ュ
と
定
め
ら
れ
る
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス

に
と
っ
て
は
負
担
の
大
き
な
条
約
で
あ
っ
た
。
身
代
金
の
徴
収
と

支
払
い
の
履
行
な
ど
の
問
題
も
残
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
解
決
し
、
財

源
を
拡
大
す
る
こ
と
が
、
デ
ュ
プ
ラ
の
喫
緊
の
問
題
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
デ
ュ
プ
ラ
は
経
済
・
財
政
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

考
え
、
ど
の
よ
う
に
施
策
を
進
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
四
章　

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
の
財
政
運
営

第
一
節　

経
済
・
財
政
に
つ
い
て
の
考
え
方

　

一
五
一
七
年
三
月
一
五
日
国
王
は
「
良
き
都
市
」（bonnes

villes

））
50
（

の
代
表
者
を
パ
リ
に
召
集
し
会
議
を
開
催
し
た
。
そ
の
目

的
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
政
教
協
約
締
結
に
関
し
て
都
市
代
表
に
説
明
し
、

合
意
を
得
る
と
同
時
に
経
済
施
策
を
発
表
し
、
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

身
分
の
代
表
者
の
意
見
を
徴
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
場
で
、

大
法
官
で
あ
っ
た
デ
ュ
プ
ラ
は
、
国
王
の
意
思
と
と
も
に
、
彼
の

考
え
を
述
べ
て
い
る
。
以
下
彼
の
秘
書
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
・
バ
リ

ヨ
ン
の
日（
記
）
51

を
引
用
し
て
、
彼
の
政
治
お
よ
び
経
済
財
政
の
考
え

方
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
国
王
か
ら
会
議
の
主
宰
を
委
任
さ
れ
た

デ
ュ
プ
ラ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
演
説
を
行
っ
た
。

　
「
国
王
陛
下
は
人
民
を
平
安
と
平
穏
の
中
で
生
活
さ
せ
、
豊
か

に
し
、
貧
困
を
も
た
ら
す
あ
ら
ゆ
る
原
因
を
取
り
除
き
、
救
済
す

る
こ
と
を
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
が
、
早
期
実
現
を
阻
む
要
因
が

あ
る
。
そ
の
障
害
と
は
財
政
状
況
が
悪
い
こ
と
で
あ
る
。
王
領
地

の
売
却
あ
る
い
は
担
保
差
入
に
よ
り
資
金
を
調
達
し
て
い
る
が
、

諸
出
費
が
あ
ま
り
に
も
大
き
い
」
と
演
説
を
始
め
、
主
た
る
出
費

は
先
王
の
葬
儀
や
先
王
の
王
妃
メ
ア
リ
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
へ
の
諸
支

払
い
な
ど
故
ル
イ
一
二
世
関
連
費
用
と
兵
士
俸
給
、
防
衛
費
な
ど

の
軍
事
費
で
あ
る
と
し
て
、
財
政
悪
化
の
原
因
は
先
王
に
帰
せ
ら

れ
る
と
説
明
し
た
。
そ
の
後
で
「
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
我
が
国
が

教
皇
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
、
ス
ペ
イ
ン
王
、
ス
イ
ス
同
盟
と
の
戦

い
に
勝
利
し
た
の
は
、
国
王
陛
下
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
ミ
ラ
ノ
を
回
復
し
、
さ
ら
に
ミ
ラ
ノ
の
タ
イ
ユ
と
和

解
金
に
よ
り
毎
年
八
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
今
後

軍
隊
を
維
持
す
る
助
け
と
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
王
国
は
名
誉
を
回
復

し
、
教
皇
、
皇
帝
、
ス
ペ
イ
ン
王
、
ス
イ
ス
の
同
盟
は
瓦
解
し
た
。
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国
王
陛
下
は
、
教
皇
と
は
友
好
、
協
調
、
同
盟
を
、
ス
イ
ス
と
は

恒
久
平
和
条
約
を
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
と
も
平
和
・
同
盟
条
約
を

結
ん
だ
」
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
を
称
え
、
さ
ら
に
、「
第
五
ラ
テ

ラ
ノ
公
会
議
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
敵
た
ち
は
（
ブ
ー
ル
ジ
ュ

の
）
国
事
詔
書
を
廃
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
王
国
に

と
り
重
大
な
損
害
を
招
く
。
何
故
な
ら
、（
も
し
廃
止
さ
れ
た
な

ら
ば
）
教
皇
が
（
フ
ラ
ン
ス
の
）
聖
職
禄
を
わ
が
も
の
に
し
、
ま

た
選
挙
に
よ
り
決
ま
っ
た
聖
職
位
に
不
満
を
持
っ
た
聖
職
者
が

ロ
ー
マ
教
皇
に
訴
え
を
起
こ
し
、
ロ
ー
マ
で
紛
争
を
処
理
し
よ
う

と
す
る
結
果
、（
買
収
の
た
め
の
）
資
金
が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
流
失

し
、
王
国
の
資
金
が
枯
渇
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を

防
ぐ
た
め
に
国
王
陛
下
は
国
事
詔
書
の
代
わ
り
に
公
会
議
で
承
認

さ
れ
た
政
教
協
約
を
選
択
し
た
。
政
教
協
約
は
、（
ロ
ー
マ
教
会

と
）
合
意
さ
れ
た
法
で
あ
り
、
教
皇
や
公
会
議
に
よ
っ
て
廃
止
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
国
事
詔
書
よ
り
も
確
か
な
も
の
で
あ

る
」
と
し
て
、
国
内
で
の
反
対
が
強
い
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
政
教
協
約
の

メ
リ
ッ
ト
を
訴
え
て
第
三
身
分
の
同
意
を
得
る
下
地
を
作
っ
た
。

　

つ
い
で
、
国
内
の
秩
序
の
回
復
に
つ
い
て
「
臣
民
を
平
穏
に
生

活
さ
せ
豊
か
に
す
る
こ
と
が
国
王
陛
下
の
（
何
よ
り
の
）
ご
意
思

で
あ
る
。
平
穏
で
豊
か
な
生
活
は
、
秩
序
の
維
持
と
公
共
物
の
適

正
な
管
理
に
よ
り
存
在
し
得
る
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
は
「
良
き

法
」
と
「
良
き
執
行
者
」
が
必
要
で
あ
る
。
執
行
者
に
つ
い
て
は
、

知
識
と
良
識
と
（
決
定
の
）
自
由
を
有
す
る
人
に
司
法
官
の
職
を

与
え
る
こ
と
が
国
王
陛
下
の
ご
希
望
で
あ
り
、
ご
意
思
で
あ
っ
た
。

も
し
そ
れ
に
背
き
、
失
望
さ
せ
る
人
間
が
い
た
ら
、
そ
の
者
を
罰

し
他
者
へ
の
範
と
す
る
。
ま
た
、
法
に
つ
い
て
は
、
先
王
陛
下
た

ち
の
王
令
を
す
べ
て
見
直
し
、
い
ま
や
使
わ
れ
て
い
な
い
事
柄
や

時
代
の
変
化
に
よ
り
変
更
す
べ
き
点
は
改
正
す
る
。
そ
の
た
め
に

法
曹
界
の
有
能
な
人
物
た
ち
を
登
用
し
、
法
典
を
見
直
し
検
討
さ

せ
る
。
警
察
活
動
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
財
政
負
担
を
軽
く
し
よ

う
と
し
た
た
め
に
治
安
が
悪
化
し
た
が
、
国
王
陛
下
は
何
人
か
の

元
帥
を
任
命
し
、
法
令
が
現
状
に
合
う
よ
う
、
ま
た
法
令
を
遵
守

す
る
よ
う
に
手
続
き
を
進
め
る
」
と
述
べ
、
法
の
適
正
な
執
行
、

官
僚
の
不
正
へ
の
厳
し
い
対
処
、
時
代
に
合
わ
な
く
な
っ
た
法
の

改
正
に
言
及
し
た
。

　

さ
ら
に
デ
ュ
プ
ラ
は
財
政
に
つ
い
て
「
莫
大
な
出
費
に
よ
り
、

こ
れ
ま
で
歳
出
の
執
行
を
遅
延
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
国
王

陛
下
は
こ
の
状
況
を
救
う
た
め
、
王
室
の
出
費
、
諸
侯
へ
の
年
金
、

官
職
者
の
俸
給
を
削
減
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
人
民
の
苦
労
を
和
ら

げ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
い
、
あ
る
べ
き
状
態
に
し
よ
う
と
国
王
陛

下
が
望
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
人
民
へ
の

思
い
や
り
を
都
市
代
表
者
た
ち
に
伝
え
、
つ
い
で
経
済
面
で
の
諸

八
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問
題
に
入
っ
た
。

　

ま
ず
混
乱
す
る
通
貨
に
つ
い
て
は
「
戦
争
の
間
に
は
残
念
な
が

ら
是
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
誤
り
は
官
僚
た
ち
の
失
敗
、

怠
慢
、
犯
罪
に
よ
る
。
王
令
で
は
、
一
銀
マ
ル
ク
は
一
一
リ
ー
ヴ

ル
、
一
金
マ
ル
ク
は
七
〇
エ
キ
ュ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実

際
の
一
銀
マ
ル
ク
は
一
三
リ
ー
ヴ
ル
、
一
金
マ
ル
ク
は
七
二
エ
キ

ュ
と
な
り
、
通
貨
の
弱
体
化
は
進
ん
で
い（
る
）
52

。
国
王
陛
下
の
金
利

支
払
い
は
莫
大
な
額
と
な
り
、
教
会
や
貴
族
の
資
産
は
減
価
し
、

そ
し
て
必
要
な
物
資
の
価
格
は
上
昇
し
て
お
り
、
国
王
陛
下
は
役

人
の
権
力
乱
用
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
通
貨
の
弱
体
化

を
官
僚
の
責
任
と
し
た
。

　

さ
ら
に
、「
わ
が
王
国
は
豊
か
で
あ
り
、
人
間
に
必
要
な
物
は

豊
富
に
あ
る
。
王
国
は
他
の
国
を
必
要
と
し
な
い
が
、
近
隣
諸
国

は
我
々
な
し
で
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
フ
ラ
ン
ス
の
豊
か

さ
を
誇
示
し
、「
王
国
に
は
金
が
出
入
り
す
る
「
門
」
が
あ
る
が
、

金
が
出
て
い
く
門
で
は
必
要
以
上
に
贅
沢
で
華
美
な
物
資
が
入
っ

て
く
る
の
で
、
門
は
閉
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
近
隣
諸

国
か
ら
金
を
引
き
出
し
て
は
い
る
が
、
彼
ら
が
我
々
か
ら
金
を
引

き
出
さ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
我
々
は
個
人
の
欲
深

さ
と
野
心
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
隣
諸
国
の
人
間
は

自
ら
を
豊
か
に
し
よ
う
と
工
夫
し
、
他
人
を
貧
し
く
さ
せ
よ
う
と

し
て
お
り
、
我
々
を
身
ぐ
る
み
剥
ご
う
と
外
国
人
が
入
っ
て
こ
な

い
よ
う
、
見
張
る
必
要
が
あ
る
」
と
、
自
国
第
一
の
考
え
か
た
を

述
べ
た
。

　

こ
の
後
デ
ュ
プ
ラ
は
、
九
項
目
の
経
済
政
策
を
提
示
し
、「
良

き
都
市
」
代
表
者
た
ち
の
意
見
を
求
め
た
。
そ
の
要
点
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。
第
一
に
香
辛
料
、
薬
品
に
つ
い
て
、
そ
の
輸
入
は
、

フ
ラ
ン
ス
王
国
の
港
を
通
関
し
な
け
れ
ば
禁
止
す
る
と
し
た
。
レ

ヴ
ァ
ン
ト
か
ら
の
香
辛
料
を
輸
入
し
た
船
に
王
国
の
物
産
を
輸
出

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
金
や
銀
の
出
入
が
均
衡
し
、
フ
ラ
ン
ス
で

安
く
売
ら
れ
て
い
る
穀
物
を
高
値
で
輸
出
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま

た
商
船
は
戦
時
に
も
利
用
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
二
に
羊
毛
に
関
し
て
は
、
外
国
か
ら
輸
入
す
る
必
要
が
な
い

ほ
ど
国
内
に
は
十
分
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ス
ペ
イ
ン
か
ら
羊

毛
を
買
え
ば
王
国
の
金
が
流
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
毛
織
物
業
者

や
、
そ
の
他
毛
織
物
製
造
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
者
に
外
国
産
の

羊
毛
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
王
国
産
の
羊
毛
の
み
を
扱
う
こ

と
が
望
ま
し
い
と
し
、
違
反
し
た
場
合
は
罰
金
刑
と
す
る
。

　

第
三
は
毛
織
物
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
王
国
内
だ
け
で

な
く
外
国
に
販
売
す
る
に
十
分
な
毛
織
物
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

イ
タ
リ
ア
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
等
か
ら
毛
織
物
が
持
ち
込
ま
れ
、
資

金
が
流
出
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
す
べ
て
の
外
国
製
毛
織
物
の
流

八
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入
を
禁
止
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
違
反
し
た
場
合
は
没
収
し
、

そ
の
半
分
は
告
発
者
の
所
有
と
す
る
。

　

第
四
は
金
銀
の
持
ち
だ
し
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
は
す
べ

て
の
物
品
（
小
麦
、
ワ
イ
ン
、
パ
ス
テ
ル
、
皮
革
、
網
、
布
、
金

物
、
油
、
ア
ー
モ
ン
ド
、
肉
、
塩
漬
け
魚
、
陶
土
、
獣
脂
、
帽
子
、

チ
ー
ズ
、
毛
織
物
、
そ
の
他
食
料
品
・
商
品
）
が
豊
か
で
あ
る
が
、

一
方
近
隣
諸
国
は
そ
れ
ら
な
し
に
は
や
っ
て
ゆ
け
な
い
。
外
国
商

品
を
買
う
た
め
に
王
国
外
で
交
易
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
商
人
が
、
外

国
商
品
の
支
払
を
す
る
場
合
に
は
、
王
国
商
品
を
積
み
だ
す
際
に

金
銀
を
持
ち
出
さ
な
い
よ
う
命
令
す
る
こ
と
は
効
果
が
あ
る
。
ま

た
王
国
に
商
品
を
持
ち
込
む
外
国
人
商
人
に
対
し
て
は
、
王
国
外

に
資
金
を
持
ち
出
す
こ
と
を
禁
じ
る
の
も
有
効
で
あ
り
、
王
国
に

と
っ
て
も
利
益
と
な
る
。
さ
ら
に
王
国
は
大
き
く
、
人
間
に
必
要

な
も
の
は
す
べ
て
あ
る
。
あ
る
地
方
に
は
そ
こ
の
特
産
物
が
、
他

の
地
方
に
は
ま
た
別
の
特
産
物
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
外
国
に
行
く

こ
と
が
な
く
て
も
、
地
方
が
互
い
に
助
け
あ
う
こ
と
が
で
き
る
。

外
国
か
ら
買
う
こ
と
は
資
金
が
出
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
王
国
内

に
あ
る
物
を
外
国
か
ら
買
う
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

第
五
は
通
貨
に
関
し
て
、
王
国
の
通
貨
は
弱
く
な
っ
て
お
り
、

国
王
の
借
入
利
息
の
支
払
い
、
資
産
収
入
と
俸
給
の
減
少
、
そ
し

て
物
価
の
上
昇
が
、
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
こ
の
た
め

都
市
か
ら
有
識
者
を
集
め
て
意
見
を
求
め
た
が
、「
人
民
が
変
化

に
対
応
で
き
る
ま
で
、
通
貨
の
交
換
率
変
更
は
し
ば
ら
く
待
つ
よ

う
」
に
と
い
う
の
が
彼
ら
の
意
見
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
国
王
は
同

時
に
通
貨
の
専
門
家
・
有
識
者
お
よ
び
通
貨
院
部
長
ら
に
こ
の
問

題
を
検
討
さ
せ
た
が
、
彼
ら
は
通
貨
の
交
換
率
を
変
え
る
べ
き
で

な
い
と
の
意
見
で
あ
っ
た
。
通
貨
に
つ
い
て
は
、
王
令
に
忠
実
に

行
動
す
る
官
職
者
を
持
た
ね
ば
な
ら
ず
、
誤
り
と
不
正
が
あ
っ
た

場
合
に
は
処
罰
さ
れ
る
と
し
た
。

　

ま
た
外
国
貨
幣
に
つ
い
て
は
、
適
正
に
管
理
・
運
用
さ
れ
て
い

る
ア
ラ
ゴ
ン
、
カ
ス
テ
ィ
リ
ヤ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
シ
エ
ナ
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
、
フ
ラ
ン
ド
ル
、
神
聖

ロ
ー
マ
帝
国
お
よ
び
い
く
つ
か
の
領
主
国
の
貨
幣
相
場
は
公
示
す

る
と
し
た
。

　

第
六
は
王
国
内
度
量
衡
の
統
一
に
つ
い
て
、
そ
の
重
さ
、
長
さ

が
地
方
に
よ
り
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
王
国
の
首
都
で
あ
る

パ
リ
の
尺
度
に
統
一
す
る
と
し
た
。

　

第
七
は
贅
沢
に
つ
い
て
、
服
装
の
乱
れ
を
正
す
た
め
、
衣
服
や

毛
皮
と
銀
糸
な
ど
の
華
美
を
抑
え
る
よ
う
命
令
す
る
こ
と
が
良
く
、

身
分
に
そ
ぐ
わ
な
い
衣
装
を
身
に
着
け
る
た
め
に
不
正
や
窃
盗
を

行
う
者
も
お
り
、
公
共
善
の
た
め
に
徐
々
に
施
策
を
と
り
進
め
る

八
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こ
と
と
す
る
。
金
織
物
・
銀
織
物
、
平
織
、
ダ
マ
ス
ク
、
サ
テ
ン
、

カ
メ
ロ
、
錦
織
物
、
金
銀
刺
繍
の
タ
フ
タ
に
つ
い
て
は
、
国
王
陛

下
は
発
布
し
た
命
令
を
順
守
す
る
よ
う
望
ん
で
い
る
と
伝
え
た
。

さ
ら
に
、
購
入
す
る
た
め
に
資
金
が
国
外
に
流
出
す
る
の
で
、
王

族
、
諸
侯
、
領
主
を
除
き
、
貂
、
黒
麝
香
の
毛
皮
を
身
に
着
け
る

こ
と
を
禁
じ
、
没
収
の
対
象
と
し
、
ま
た
貴
族
、
最
高
諸
法
院
官

職
者
、
王
室
と
王
族
の
使
用
人
を
除
き
、
絹
織
物
の
着
用
を
禁
ず

る
こ
と
が
良
い
と
勧
告
し
た
。
さ
ら
に
使
え
な
く
な
っ
た
と
し
て

衣
服
を
廃
棄
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
建
物
装
飾
の
た
め
に
金
メ
ッ
キ

を
使
用
す
る
こ
と
も
禁
ず
る
と
述
べ
た
。

　

第
八
は
宿
屋
に
関
す
る
事
項
で
、
身
分
に
必
要
と
さ
れ
る
以
上

の
こ
と
を
要
求
す
る
旅
人
も
お
り
、
無
秩
序
と
違
反
が
発
生
し
て

い
る
。
地
方
に
よ
り
異
な
る
た
め
標
準
化
は
難
し
い
が
、
各
地
の

バ
イ
イ
、
セ
ネ
シ
ャ
ル
の
助
言
を
得
た
う
え
で
命
令
を
出
し
た
い
。

そ
れ
ま
で
は
、
干
し
草
、
薪
、
オ
ー
ト
麦
、
鶏
、
ワ
イ
ン
、
家
禽
、

肉
に
課
税
し
、
教
会
の
扉
に
公
示
す
る
と
述
べ
た
。

　

最
後
に
、
自
分
の
学
識
や
身
分
以
上
に
、
聖
職
禄
を
得
よ
う
と

ロ
ー
マ
に
送
金
す
る
者
た
ち
、
お
よ
び
叙
任
取
得
の
た
め
に
彼
ら

を
唆
し
て
自
ら
も
莫
大
な
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
銀
行
家
た
ち
へ

の
対
策
が
必
要
で
あ
る
と
し（
た
）
53

。

　

こ
の
演
説
か
ら
、
デ
ュ
プ
ラ
が
「
フ
ラ
ン
ス
王
国
は
大
国
で
あ

る
」
と
の
高
い
意
識
を
抱
き
、
フ
ラ
ン
ス
産
品
の
優
先
使
用
、
自

給
自
足
、
金
貨
・
銀
貨
の
国
外
流
出
阻
止
と
い
う
重
商
主
義
的
考

え
を
す
で
に
持
っ
て
お（
り
）
54

、
さ
ら
に
王
令
違
反
者
お
よ
び
不
正
官

吏
の
処
罰
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
法
務
官
僚
と
し
て
の
彼
の
基

本
的
考
え
方
で
あ
り
、
国
家
施
策
遂
行
に
は
刑
罰
が
必
要
で
あ
る

と
の
意
識
を
彼
が
強
く
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

第
二
節　

デ
ュ
プ
ラ
の
財
政
運
営
と
改
革
の
推
移

　

こ
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
デ
ュ
プ
ラ
が
行
っ
た
の
が
一
五
二
三

年
の
財
務
行
政
改
革
で
あ
り
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ゥ
・
ボ
ー
ヌ
の
よ

う
な
旧
来
の
財
務
官
僚
は
一
掃
さ
れ
、
そ
の
権
限
は
大
き
く
削
減

さ
れ
た
。
そ
し
て
従
来
か
ら
の
王
領
財
政
（
経
常
会

計=financesordinaires

）
と
課
税
財
政
（
特
別
会
計
＝fi-

nancesextraordinaires

）
が
統
合
さ
れ
、
一
人
の
貯
蓄
国
庫

財
務
官
（trésorierdelé̓pargne

）
に
よ
り
管
理
さ
れ
、
聖
職

者
課
税
、
借
入
金
、
官
職
売
却
金
、
罰
金
な
ど
特
別
臨
時
歳
入
財

政
は
、
特
別
臨
時
歳
入
財
務
官
に
よ
り
管
理
さ
れ
、
国
王
と
国
王

顧
問
会
議
の
指
揮
下
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な（
る
）
55

。

　

財
務
官
僚
の
粛
清
が
ほ
ぼ
終
了
し
た
一
五
二
八
年
末
の
主
要
ポ

ス
ト
を
み
る
と
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ゥ
・
ボ
ー
ヌ
の
失
脚
に
貢
献
し
、

王
太
后
ル
イ
ー
ズ
・
ド
ゥ
・
サ
ヴ
ォ
ワ
お
よ
び
デ
ュ
プ
ラ
の
被
庇

八
八



フ
ラ
ン
ス
大
法
官
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
の
財
政
運
営

）

八
九　
（

護
者
と
な
っ
た
ギ
ヨ
ー
ム
・
プ
ル
ド
ム
が
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
財
務
総

官
を
兼
務
し
な
が
ら
貯
蓄
国
庫
財
務
官
に
就
任
し
、
ノ
ル
マ
ン
デ

ィ
の
フ
ラ
ン
ス
財
務
官
に
は
デ
ュ
プ
ラ
に
近
い
フ
ロ
リ
モ
ン
・
ロ

ベ
ル
テ
の
息
子
で
あ
る
ク
ロ
ー
ド
・
ロ
ベ
ル
テ
が
一
五
二
六
年
に

父
か
ら
の
職
を
相
続
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
・
プ
レ
ヴ
ォ
は
、
ギ
ュ

イ
エ
ン
ヌ
財
務
総
官
職
に
加
え
、
逃
亡
し
た
ラ
ン
グ
ド
イ
ル
財
務

総
官
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
ゥ
・
ボ
ー
ヌ
の
代
わ
り
に
ラ
ン
グ
ド
イ
ル
財

務
総
官
代
理
に
就
き
、
ラ
ン
グ
ド
イ
ル
の
フ
ラ
ン
ス
財
務
官
職
は

初
代
貯
蓄
国
庫
財
務
官
で
あ
っ
た
フ
ィ
ル
ベ
ー
ル
・
バ
ブ
が
一
五

二
一
年
以
降
も
占
め
て
い
る
。
彼
も
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ゥ
・
ボ
ー
ヌ

失
脚
に
加
担
し
た
一
人
で
あ
る
。
他
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
も
、
結

局
は
王
太
后
お
よ
び
デ
ュ
プ
ラ
の
被
庇
護
者
が
就
き
、
ド
ュ
プ
ラ

が
財
務
全
体
の
運
営
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
デ
ュ
プ
ラ
は
ど
の
よ
う
に
王
国
財
政
の
運
営
を
行

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
法
官
就
任
時
の
誓
約
の
と
お
り
、
彼
は

「
国
王
陛
下
に
正
し
く
忠
実
な
助
言
を
行
う
こ
と
」
が
大
法
官
の

第
一
義
的
職
務
と
考
え
「
い
か
な
る
文
書
も
正
し
く
、
理
に
適
っ

て
い
な
け
れ
ば
押
印
は
し
な（
い
）
56

」
と
の
大
方
針
で
進
め
た
。

　

財
政
政
策
は
、
デ
ュ
プ
ラ
を
中
心
と
し
た
国
王
顧
問
会
議
に
よ

り
決
定
さ
れ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
即
位
以
後
、
国
王
顧
問

会
議
に
は
財
務
官
僚
が
必
ず
出
席
し
て
い
た
が
、
一
五
二
四
年
以

降
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
フ
ラ
ン
ス
財
務
官
か
つ
財
務
秘
書
で
あ
っ

た
フ
ロ
リ
モ
ン
・
ロ
ベ
ル
テ
を
除
き
、
財
務
官
僚
は
常
任
メ
ン

バ
ー
で
は
な（
く
）
57

、
ま
た
財
務
運
営
の
実
務
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
貯
蓄

国
庫
財
務
官
フ
ィ
ル
ベ
ー
ル
・
バ
ブ
（
在
任
一
五
二
三
―
二
五
）、

ギ
ヨ
ー
ム
・
プ
ル
ド
ム
（
在
任
一
五
二
五
―
三
九
）
も
顧
問
会
議

の
常
任
メ
ン
バ
ー
で
は
な
か
っ（
た
）
58

（
資
料
一
）。
デ
ュ
プ
ラ
は
も

と
も
と
国
王
顧
問
会
議
の
メ
ン
バ
ー
に
は
専
門
性
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
能
力
に
よ
り
参
画
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お（
り
）
59

、
国
家
の

重
要
案
件
は
少
人
数
で
運
営
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
て
い（
た
）
60

。
従
っ

て
、
特
に
財
務
官
僚
を
排
除
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
ら
を
財
政

の
専
門
家
で
あ
る
と
自
認
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

従
来
、
王
国
の
財
政
運
営
は
財
務
官
僚
が
行
い
、
重
臣
の
一
人
で

あ
る
大
侍
従
職
が
「
財
政
後
見
人
」（tuteursfinanciers

）
と

し
て
責
任
を
持
つ
制
度
を
と
っ
て
お
り
、
一
五
一
五
か
ら
一
九
年

ま
で
は
ア
ル
チ
ュ
・
グ
フ
ィ
エ
が
、
そ
の
後
一
五
二
五
年
ま
で
は

フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
伯
父
ル
ネ
・
ド
ゥ
・
サ
ヴ
ォ
ワ
が
そ
の
職
に

あ
っ
た
が
、
彼
が
パ
ヴ
ィ
ア
で
戦
死
し
た
後
は
空
席
と
な
り
一
五

二
六
年
に
ア
ン
ヌ
・
ド
ゥ
・
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
が
大
侍
従
職
の
発
令

を
受
け
る
が
、
彼
が
そ
の
任
を
果
た
す
の
は
一
五
三
〇
年
ご
ろ
に

な
る
。
そ
の
間
は
、
デ
ュ
プ
ラ
が
実
質
的
に
財
政
全
般
を
監
督
し

て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ（
う
）
61

。
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資料 1
国王顧問会議出席者

年度 主要メンバー
常任メンバーと案件により招集された専門家
※

1517 LouisedeSavoie（王太后） JacquesdeBeaune（前ラングドイル財務総官）
ArtusGouffier（大侍従） GuillaumeGouffier（フランス提督）
AntoineDuprat（大法官） Jeand’Albretd’Orval（シャンパーニュ総督）
FlorimondRobertet（財務秘書、フラン
ス財務官）

RenédeSavoie（国王伯父）

Générauxdesfinances（財務総官）※
LouisIIdeLaTrémoille（ブルゴーニュ総督）
JacquesIIdeChabannes（フランス元帥）
Charlesducd’Alençon（国王義兄）
OdetdeFoix（フランス元帥）
RaoulHurault（ウトラ＝セーヌ財務総官）

1523 LouisedeSavoie（上掲） JacquesdeBeaune（財政責任者）
AntoineDuprat（上掲） GuillaumeGouffier（上掲）
RenédeSavoie（大侍従） Générauxdesfiannces ※
FlorimondRobertet（上掲） LouisIIdelaTrémoille（上掲）

JacquesIIdeChabannes（上掲）

1527 LouisedeSavoie（上掲） OdetdeFoix（上掲）
AntoineDuprat（上掲） AnnedeMonmorency（大侍従）
FlorimondRobertet（上掲） FrançoisdeTournon（枢機卿）

JeandeSelve（パリ高等法院長）
JeandeBrinon（ルアン高等法院長）
CharlesdeBourbon（イル・ドゥ・フランスお
よびピカルディ総督・王族）
GeorgesdeVercle（財務関係者）※
LouisdeBrézé（ノルマンディ総督）
GaliotdeGenouillac（砲兵隊長）※
FrançoisdeBourbon（ドーフィネ総督・王族）
Henrid’Albert（ナヴァール王・国王義兄）

出所：CédricMichon 編、LesconseillersdeFrançoisIer,Paris,2011,pp.601-603.
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デ
ュ
プ
ラ
が
着
手
し
た
財
務
行
政
改
革
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う

に
推
移
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
五
二
四
年
七
月
九
日
、
す
べ
て
の

総
収
税
官
（receveurgénéral

）
は
徴
収
し
た
す
べ
て
の
歳
入

金
を
受
領
後
一
ヶ
月
以
内
に
貯
蓄
国
庫
財
務
官
バ
ブ
に
送
付
す
る

べ
し
と
の
王
令
が
発
布
さ（
れ
）
62

、
歳
入
金
の
一
括
管
理
が
開
始
さ
れ

た
が
、
実
際
に
は
、
徴
収
し
た
現
金
通
貨
を
運
送
す
る
リ
ス
ク
と

コ
ス
ト
の
観
点
か
ら
順
調
に
は
進
ま
ず
、
一
五
二
八
年
に
は
歳
入

の
四
分
の
一
し
か
貯
蓄
国
庫
財
務
局
の
金
庫
に
は
入
っ
て
こ
な
い

状（
況
）
63

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
歳
入
金
を
一
か
所
に
集
中
し
て
管
理

し
た
こ
と
は
、
資
金
管
理
の
効
率
化
と
い
う
観
点
で
は
意
味
が
あ

っ
た
と
言
え
る
。
一
五
二
七
年
五
月
九
日
、
貯
蓄
国
庫
財
務
局
に

総
監
察
官
職
（contrôleurgénéral

）
が
創
設
さ
れ
て
、
デ
ィ

ジ
ョ
ン
会
計
院
の
二
名
の
官
職
者
が
任
命
さ（
れ
）
64

、
一
五
三
二
年
二

月
に
は
貯
蓄
国
庫
財
務
局
の
金
庫
は
ル
ー
ヴ
ル
宮
に
設
置
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

一
五
四
二
年
に
は
、
総
徴
税
管
区
（généralité

）
と
徴
税
区

（recettesgénéral

）
が
見
直
さ
れ
、
従
来
の
四
つ
の
総
徴
税
区

と
五
つ
の
徴
税
区
が
一
六
の
新
徴
税
区
（généralité

）
に
再
編

さ
れ
、
各
中
心
都
市
に
総
収
税
官
（receveurgénéral

）
が
常

駐
し
て
徴
税
区
を
管
轄
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
旧
来
の
王
領
会
計

官
（changeurdetrésor

）
は
廃
止
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
財
務
官

と
財
務
総
官
は
所
管
徴
税
区
の
歳
入
予
想
と
監
査
の
み
を
行
う
こ

と
と
な
り
、
王
権
の
下
に
あ
る
集
権
的
な
徴
税
組
織
が
つ
く
ら
れ

て
、
そ
の
後
の
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
徴
税
組
織
の
基
礎

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
五
章　

財
源
の
開
拓

　

体
制
を
一
新
し
、
フ
ラ
ン
ス
教
会
も
従
え
た
大
法
官
デ
ュ
プ
ラ

は
、
新
た
な
財
源
の
開
拓
に
乗
り
出
し
た
。
従
来
の
財
源
と
、
新

し
い
財
源
に
分
け
て
見
て
み
よ
う
。

第
一
節　

従
来
の
財
源

一
．
タ
イ
ユ

　

も
っ
と
も
大
き
な
財
源
は
や
は
り
タ
イ
ユ
で
あ
っ
た
。
こ
の
タ

イ
ユ
と
呼
ば
れ
る
直
接
税
は
地
方
に
よ
り
課
税
基
準
が
異
な
っ
て

お
り
、
北
フ
ラ
ン
ス
（
ラ
ン
グ
ド
イ
ル
）
で
は
収
入
に
対
す
る
定

率
課
税
で
あ
っ
た
が
、
南
フ
ラ
ン
ス
（
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
）
で
は
所

有
不
動
産
に
対
す
る
定
率
課
税
で
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
、
プ
ロ
ヴ
ァ

ン
ス
で
は
所
帯
に
対
し
て
定
額
課
税
さ
れ
た
。
納
税
者
は
い
ず
れ

も
平
民
で
あ
り
、
貴
族
、
聖
職
者
は
免
除
さ
れ
て
い
た
。

　

課
税
額
は
毎
年
九
月
ご
ろ
に
翌
年
度
分
を
決
定
し
、
各
徴
税
区

に
割
り
当
て
徴
収
し
た
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
治
世
で
は
年
二
四
〇

九
一
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万
リ
ー
ヴ
ル
が
基
準
額
と
さ
れ
、
不
足
す
る
場
合
に
は
増
税
が
行

わ
れ
た
。
一
五
二
〇
年
以
降
、
王
国
財
政
は
軍
事
費
の
増
加
に
よ

り
常
に
財
政
赤
字
の
状
態
で
あ
っ
た
の
で
、
二
四
〇
万
リ
ー
ヴ
ル

の
基
準
額
で
は
足
ら
ず
、
増
税
の
み
な
ら
ず
、
翌
年
度
の
タ
イ
ユ

の
前
納
す
ら
要
請
さ
れ
た
。
当
時
の
財
政
関
係
史
料
が
消
失
し
て

い
る
た
め
、
実
際
の
徴
収
額
は
把
握
で
き
な
い
が
、
先
行
研（
究
）
65

に

よ
る
と
、
年
度
別
増
税
分
を
含
め
た
タ
イ
ユ
総
額
は
、
一
五
一
五

年
は
二
九
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
、
一
五
二
三
年
は
三
二
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
、

一
五
二
四
年
は
五
七
六
万
リ
ー
ヴ
ル
、
一
五
二
七
年
お
よ
び
二
八

年
は
五
〇
六
万
リ
ー
ヴ
ル
、
一
五
二
九
年
は
五
六
六
万
リ
ー
ヴ
ル
、

一
五
三
〇
年
は
三
〇
六
万
リ
ー
ヴ
ル
に
達
し
た
。
ほ
ぼ
毎
年
増
税

さ
れ
て
お
り
、
駐
仏
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
大
使
マ
リ
ノ
・
ジ
ュ
ス
テ
ィ

ニ
ア
ノ
は
一
五
三
五
年
に
「
王
は
自
ら
の
意
思
で
タ
イ
ユ
を
増
額

で
き
る
。
ど
ん
な
に
多
額
で
も
、
反
対
す
る
こ
と
な
く
人
々
は
支

払
う
」
と
、
同
じ
く
マ
リ
ノ
・
カ
ヴ
ァ
リ
は
一
五
四
六
年
に
「
王

が
要
求
す
る
も
の
を
人
々
は
支
払
う
、
す
べ
て
王
の
意
の
ま
ま
で

あ
る
」
と
本
国
に
報
告
し
て
い（
る
）
66

。

二
．
商
人
・
銀
行
家
か
ら
の
借
入

　

タ
イ
ユ
で
賄
い
き
れ
な
い
と
き
は
、
古
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て

き
た
よ
う
に
、
商
人
・
銀
行
家
か
ら
の
借
入
が
用
い
ら
れ
た
。
当

時
、
王
国
内
で
多
額
の
資
金
供
給
が
で
き
る
金
融
機
能
を
持
っ
て

い
た
の
は
リ
ヨ
ン
の
イ
タ
リ
ア
人
の
商
人
・
銀
行
家
で
あ
っ
た
が
、

彼
ら
は
一
五
二
三
年
以
降
国
王
へ
の
融
資
を
行
っ
て
い
な
い
。
王

へ
の
過
去
の
融
資
が
延
滞
し
、
い
わ
ば
不
良
債
権
に
な
っ
て
お
り
、

外
国
人
商
人
・
銀
行
家
に
対
す
る
国
王
の
変
わ
り
や
す
い
諸
施
策

へ
不
信
を
抱
き
、
さ
ら
に
一
五
二
二
年
四
月
二
七
日
の
ビ
コ
ッ
カ

の
敗
戦
に
よ
っ
て
国
王
与
信
を
不
安
視
し
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
一
五
二
二
年
四
月
七
日
王
令
は
銀
行
家
へ
の
債
務
が
利

息
を
含
め
五
五
万
三
千
リ
ー
ヴ
ル
あ
る
と
し
て
い（
る
）
67

が
、
一
五
二

五
年
リ
ヨ
ン
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
銀
行
家
は
失
脚
し
た
ジ
ャ
ッ

ク
・
ド
ゥ
・
ボ
ー
ヌ
経
由
の
国
王
む
け
延
滞
融
資
金
二
三
万
リ
ー

ヴ
ル
の
返
済
を
求
め
て
い（
る
）
68

。
こ
の
債
務
の
一
部
が
返
済
さ
れ
た

の
は
一
五
三
七
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ（
る
）
69

。

　

一
五
二
六
年
釈
放
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
教
皇
や
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
と
同
盟
を
結
び
、
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
に
対
抗
す
べ
く
軍
を

再
編
し
て
、
イ
タ
リ
ア
現
地
司
令
官
に
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
将
軍
を
任

命
し
た
。
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
将
軍
は
ビ
コ
ッ
カ
の
戦
い
の
と
き
と
同

様
に
、
戦
費
の
送
金
を
督
促
し
、
国
王
に
直
接
不
満
を
示
す
書
簡

を
送
っ
て
い
た
。
一
五
二
七
年
一
一
月
の
デ
ュ
プ
ラ
か
ら
国
王
に

宛
て
た
書
簡
で
は
、「
陛
下
、
リ
ヨ
ン
に
い
る
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
殿

が
陛
下
に
二
度
状
況
報
告
書
を
奉
呈
し
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
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ら
に
詳
し
く
回
答
い
た
し
ま
し
た
。
陛
下
が
命
ぜ
ら
れ
た
最
初
の

三
か
月
分
の
資
金
は
担
当
戦
時
財
務
官
が
受
領
し
て
お
り
、
総
収

税
官
の
怠
慢
あ
る
い
は
悪
意
に
よ
り
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
一
六
万

リ
ー
ヴ
ル
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
殿
に
伝
え
ま

し
た
」
と
書
い
て
い（
る
）
70

。

　

デ
ュ
プ
ラ
は
一
五
二
七
年
か
ら
二
八
年
に
か
け
て
、
渋
る
リ
ヨ

ン
の
イ
タ
リ
ア
人
商
人
・
銀
行
家
と
自
ら
接
触
し
、
融
資
を
得
よ

う
と
し
た
。
一
五
二
七
年
一
二
月
二
七
日
付
大
侍
従
ア
ン
ト
ワ
ー

ヌ
・
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
宛
書
簡
で
、
デ
ュ
プ
ラ
は
「
国
王
陛
下
と
貴

卿
が
書
い
て
き
た
資
金
に
つ
い
て
、
私
は
で
き
る
限
り
あ
ら
ゆ
る

手
段
を
使
っ
て
、
銀
行
家
や
、
そ
の
他
資
金
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

伝
手
を
探
し
ま
し
た
。（
略
）
四
月
に
返
済
す
る
と
い
え
ば
、
耳

を
貸
さ
な
い
人
は
い
ま
せ
ん
。
明
朝
、
資
金
集
め
の
交
渉
を
行
い

ま
す
。
月
曜
日
に
貴
卿
と
会
い
、
ま
た
国
王
陛
下
と
王
太
后
陛
下

に
お
会
い
し
て
お
話
し
た
い
の
で
す
が
」、「
駐
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教

皇
特
使
が
『
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
殿
が
資
金
不
足
の
た
め
パ
ル
マ
か
ら

移
動
で
き
ず
、
そ
れ
は
デ
ュ
プ
ラ
の
せ
い
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る

の
を
、
イ
タ
リ
ア
人
と
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
殿
か
ら
聞
い
て
い
る
』
と

書
簡
で
知
ら
せ
て
き
ま
し
た
。
私
よ
り
も
、
物
事
が
う
ま
く
行
く

こ
と
を
望
む
者
は
い
る
で
し
ょ
う
か
。
神
は
お
分
か
り
に
な
っ
て

い
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
は
耐
え
て
、
主
人
に
尽
く
さ
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
」
と
書
い
て
い
る
。

　

さ
ら
に
一
五
二
八
年
四
月
初
め
の
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
宛
の
書
簡
で

は
「
今
夜
一
〇
時
国
王
陛
下
と
貴
卿
か
ら
の
書
簡
を
拝
受
し
ま
し

た
。
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
殿
が
言
っ
て
き
た
こ
と
に
、
私
が
不
満
を
持

っ
て
い
る
こ
と
は
お
分
か
り
に
な
る
で
し
ょ
う
。
も
し
私
が
こ
の

状
態
を
救
え
る
な
ら
、
心
を
込
め
て
実
行
す
る
で
し
ょ
う
。
戦
時

財
務
官
ス
ピ
フ
ァ
ム
に
三
月
か
ら
五
月
ま
で
の
支
払
を
行
わ
せ
た

し
、
支
払
う
べ
き
も
の
は
支
払
っ
て
き
た
の
で
す
。
何
故
支
払
が

遅
く
な
っ
た
の
か
は
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。（
略
）
財
務
総
官

ウ
ー
ロ
は
三
万
四
千
リ
ー
ヴ
ル
を
持
っ
て
事
務
官
が
到
着
し
た
と

報
告
し
て
き
た
し
、
そ
の
後
も
三
万
六
千
リ
ー
ヴ
ル
を
持
っ
て
事

務
官
が
到
着
す
る
は
ず
で
し
た
。
金
は
列
を
な
し
て
出
て
い
き
ま

す
。
そ
れ
は
ウ
ー
ロ
と
ス
ピ
フ
ァ
ム
の
報
告
書
を
見
れ
ば
お
分
か

り
に
な
る
で
し
ょ
う
。
一
方
リ
ヨ
ン
で
借
り
入
れ
る
資
金
は
、

ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
殿
に
送
金
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
も
し
私
に
資
金
と

信
用
が
あ
れ
ば
、
国
王
陛
下
と
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
殿
に
そ
の
よ
う
な

苦
労
を
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
と
約
束
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
私
は

で
き
る
こ
と
は
す
べ
て
や
っ
た
の
で
あ
り
、
皆
さ
ん
が
私
に
満
足

す
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
こ
の
糸
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
で
き
る

誰
か
が
、
私
の
代
わ
り
に
い
た
ら
よ
い
の
で
す
が
」
と
書
い
て

い（
る
）
71

。
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だ
が
一
五
二
八

年
四
月
一
四
日
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
か
ら
デ

ュ
プ
ラ
に
「
ピ
カ
ル
デ
ィ
で
の
軍
事
作
戦
の
た
め
六
～
七
千
リ
ー

ヴ
ル
が
必
要
で
あ
る
の
で
調
達
せ
よ
」
と
の
書
簡
が
届
き
、
四
月

二
〇
日
デ
ュ
プ
ラ
は
ま
た
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
に
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

「
都
市
と
教
会
の
支
払
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
は
お
解
り
の
と
お
り

で
す
。
都
市
や
教
会
は
支
払
期
日
が
来
な
い
と
資
金
を
出
し
ま
せ

ん
。
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
殿
は
、
国
王
陛
下
が
私
を
通
し
て
命
令
さ
れ

た
こ
と
に
満
足
し
て
い
ま
せ
ん
。
国
王
陛
下
は
王
国
の
た
め
に
大

規
模
な
軍
隊
を
持
つ
こ
と
を
望
み
、
軍
隊
は
毎
月
資
金
を
必
要
と

し
ま
す
。（
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
殿
を
は
じ
め
）
国
王
陛
下
の
奉
仕
者

た
ち
は
、
何
も
解
ろ
う
と
せ
ず
、
自
分
に
は
支
払
っ
て
く
れ
る
も

の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
借
入
は
、
彼
ら
が
考
え
て
い
る
よ
う
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
王
陛
下
が
状
況
を
整
理
し
な
い
と
、

混
乱
に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
国
王
陛
下
の
お
た
め
を
望
ま
れ
る

な
ら
ば
、
財
政
状
況
書
を
読
ん
で
、
何
を
な
す
べ
き
か
是
非
ご
理

解
く
だ
さ
い
。
国
王
陛
下
の
名
誉
が
毀
損
さ
れ
ぬ
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
い
」
と
愚
痴
る
よ
う
に
書
き
送
っ（
た
）
72

。

　

前
述
の
四
月
初
め
の
書
簡
で
示
唆
し
て
い
た
リ
ヨ
ン
で
の
借
入

は
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
が
、
同
年
七
月
二
四
日
付
書
簡
で
は

「
陛
下
、
先
般
私
に
ご
指
示
さ
れ
た
資
金
を
得
る
た
め
に
、
王
太

后
陛
下
の
お
許
し
を
頂
い
て
当
地
（
パ
リ
）
に
参
り
、
財
務
官
僚

や
資
金
を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
人
々
と
話
し
、
よ
う
や
く
八

万
リ
ー
ヴ
ル
を
得
ま
し
た
。
金
は
今
日
以
降
に
支
払
わ
れ
、
今
月

末
に
は
リ
ヨ
ン
に
着
く
こ
と
が
約
束
さ
れ
ま
し（
た
）
73

」
と
誇
ら
し
げ

に
報
告
し
て
い
る
。

　

商
人
・
銀
行
家
か
ら
の
借
入
は
、
本
件
以
外
で
は
、
一
五
二
七

年
に
数
名
の
パ
リ
の
商
人
か
ら
借
入
さ
れ
た
一
四
万
リ
ー
ヴ
ル
が

あ（
る
）
74

。
こ
の
借
入
は
、
国
王
証
書
目
録
に
よ
れ
ば
、「
国
事
の
た

め
ト
マ
・
ト
ゥ
ル
カ
ン
は
三
一
二
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
を
、
ニ
コ
ラ
・

ル
コ
ン
ト
は
七
五
一
六
三
リ
ー
ヴ
ル
一
六
ス
ー
を
、
エ
テ
ィ
エ
ン

ヌ
・
デ
ラ
ン
ジ
ュ
は
二
万
リ
ー
ヴ
ル
を
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ル
イ
ヤ
ー

ル
な
ら
び
に
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ィ
ア
ー
ル
の
寡
婦
ジ
ュ
リ
エ
ン
ヌ
・
ダ

ニ
エ
ル
は
一
四
三
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
を
融
資
し
た
。
こ
の
金
員
に
つ

い
て
は
、
ウ
ト
ル
＝
セ
ー
ヌ
お
よ
び
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
総
収
税
官

が
個
人
的
に
債
務
を
負
う
。
ま
た
同
総
収
税
官
に
対
し
て
は
、
ヴ

ァ
ン
ド
ー
ム
公
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
（
大
法
官
）、
ア

ン
ヌ
・
ド
ゥ
・
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
（
大
侍
従
）、
ル
イ
・
ド
ゥ
・
ブ

レ
ゼ
（
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
セ
ネ
シ
ャ
ル
）、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ト
ウ

ル
ノ
ン
（
枢
機
卿
）、
ジ
ャ
ン
・
ド
ゥ
・
セ
ル
ヴ
（
パ
リ
高
等
法

院
長
）、
ジ
ャ
ン
・
ブ
リ
ノ
ン
（
ル
ア
ン
高
等
法
院
長
）、
フ
ロ
リ

モ
ン
・
ロ
ベ
ル
タ
（
財
務
秘
書
）
お
よ
び
ギ
ヨ
ー
ム
・
プ
ル
ド
ム

（
貯
蓄
国
庫
財
務
官
）
が
返
済
を
保
証
し
、
国
王
陛
下
が
こ
れ
ら

九
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高
官
た
ち
に
返
済
す
る
こ
と
を
約
す
」
と
し
て
い
る
。
貸
手
で
あ

る
商
人
た
ち
に
対
す
る
直
接
の
債
務
者
は
ウ
ト
ル
＝
セ
ー
ヌ
と
ノ

ル
マ
ン
デ
ィ
の
総
収
税
官
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
総
収
税
官
に
対
し

複
数
の
政
府
高
官
が
返
済
を
約
束
し
、
さ
ら
に
高
官
た
ち
に
国
王

が
返
済
を
約
束
す
る
と
い
う
重
構
造
の
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
ジ
ャ

ッ
ク
・
ド
ゥ
・
ボ
ー
ヌ
の
時
代
よ
り
も
、
多
く
の
政
府
高
官
や
国

王
顧
問
会
議
の
重
臣
た
ち
が
資
金
調
達
に
関
与
し
て
い
た
と
言
え

る
。第

二
節　

新
し
い
調
達
手
段
と
財
源
の
拡
大

　

こ
れ
ら
の
従
来
か
ら
存
在
す
る
金
融
手
段
を
上
手
に
使
う
こ
と

に
加
え
、
デ
ュ
プ
ラ
は
財
源
の
拡
大
に
努
め
、
相
応
の
成
果
を
あ

げ
た
。
ま
ず
聖
職
者
か
ら
の
資
金
調
達
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

一
．
聖
職
者
か
ら
の
徴
収

　

教
会
か
ら
の
徴
収
は
、
十
字
軍
な
ど
を
名
目
に
し
て
一
二
世
紀

半
ば
か
ら
始
ま
り
、
一
一
八
八
年
フ
ィ
リ
ッ
プ
二
世
（
在
位
一
一

八
〇
―
一
二
二
三
）
に
よ
る
第
三
次
十
字
軍
派
遣
に
関
し
教
皇
の

同
意
を
得
て
か
ら
恒
常
化
す
る
よ
う
に
な
っ
て
は
い
た
が
、
フ
ィ

リ
ッ
プ
三
世
（
在
位
一
二
七
〇
―
八
五
）
治
下
に
ア
ラ
ゴ
ン
十
字

軍
に
参
加
す
る
代
償
と
し
て
、「
聖
職
禄
収
入
に
対
す
る
十
分
の

一
税
（décim
e

）」
を
徴
収
す
る
こ
と
を
教
皇
庁
か
ら
許
可
さ
れ
、

続
く
フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
（
在
位
一
二
八
五
―
一
三
一
四
）
は
対
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
戦
争
の
た
め
に
聖
職
禄
収
入
に
対
す
る
十
分
の
一
税

徴
収
を
要
求
し
て
、
教
皇
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
八
世
（
在
位
一
二

九
四
―
一
三
〇
三
）
と
対
立
す
る
一
要
因
と
な
っ（
た
）
75

。
だ
が
以
後

フ
ラ
ン
ス
教
会
は
、
初
年
度
の
聖
職
禄
収
入
を
教
皇
に
支
払
う
聖

職
禄
取
得
納
金
（annates

）
も
含
め
、
教
皇
に
上
納
金
を
支
払

う
こ
と
に
抵
抗
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
四
〇
八
年
パ
リ
で
の
聖
職

者
会
議
に
お
い
て
教
皇
課
税
を
否
決
し
、
さ
ら
に
バ
ー
ゼ
ル
公
会

議
で
は
聖
職
禄
取
得
納
金
を
廃
止
さ
せ
た
。

　

一
四
一
八
年
の
コ
ン
ス
タ
ン
ス
公
会
議
の
決
定
に
よ
れ
ば
、
聖

職
禄
収
入
に
対
す
る
十
分
の
一
税
に
は
王
の
要
請
と
教
皇
の
承
認

に
加
え
、
王
国
内
の
聖
職
者
の
同
意
も
必
要
で
あ
っ
た
。
だ
が
一

五
一
六
年
の
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
政
教
協
約
締
結
以
降
、
聖
職
者
か
ら
の

資
金
調
達
に
お
い
て
教
皇
と
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
関
係
は
変
化
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
教
会
は
、
独
自
の
徴
収
人
を
任
命
す
る
権
利
を
得
て
い

た
が
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
フ
ラ
ン
ス
聖
職
者
団
の
同
意
を
求
め

る
こ
と
な
く
聖
職
禄
収
入
に
対
す
る
十
分
の
一
税
を
徴
収
し
、
そ

の
た
め
に
王
役
人
を
派
遣
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
教
皇
勅
書
を

得（
た
）
76

。
国
王
に
よ
る
聖
職
者
課
税
徴
収
が
合
意
さ
れ
た
の
は
、
フ

ラ
ン
ス
側
が
政
教
協
約
合
意
の
大
前
提
で
あ
る
国
事
詔
書
の
廃
止

九
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を
応
諾
し
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
教
会
が
従
来
拒
絶
し
て
い
た
聖
職
禄

取
得
納
金
の
教
皇
へ
の
支
払
を
暗
黙
裡
に
認
め
た
こ
と
に
よ
る
と

さ
れ（
る
）
77

。
聖
職
禄
収
入
に
対
す
る
十
分
の
一
税
に
よ
る
資
金
調
達

は
デ
ュ
プ
ラ
の
時
代
か
ら
頻
繁
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ

の
よ
う
な
状
況
下
で
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
司
教
や
修
道
院
長
た
ち

は
国
王
に
よ
る
徴
収
に
抵
抗
し
、
パ
リ
に
代
表
を
派
遣
し
た
が
、

国
王
は
面
会
を
拒
否
し
、
代
わ
り
に
デ
ュ
プ
ラ
が
会
い
、「
国
王

陛
下
は
聖
職
禄
収
入
に
対
す
る
十
分
の
一
税
を
徴
収
す
る
こ
と
を

強
く
望
ん
で
お
ら
れ
る
。
国
王
陛
下
の
意
思
に
反
抗
し
て
い
る
の

は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
地
方
だ
け
で
あ
る
」
と
回
答
し
た
。
そ
れ
で
も

ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
聖
職
者
た
ち
は
抵
抗
し
、「
同
額
を
支
払
う
が
、

税
で
な
く
贈
与
と
し
て
支
払
う
」
と
提
案
し
た
が
、
拒
絶
さ
れ
た
。

デ
ュ
プ
ラ
は
国
王
徴
収
人
を
派
遣
し
、
一
言
の
抗
弁
も
認
め
ず
、

聖
職
禄
収
入
に
対
す
る
十
分
の
一
税
を
徴
収
し（
た
）
78

。
こ
こ
に
も
デ

ュ
プ
ラ
の
強
権
的
態
度
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
聖
職
禄
収
入
に
対
す
る
十
分
の
一
税
は
、
一
五
一
六
年
ト

ル
コ
と
の
戦
い
の
た
め
と
い
う
名
分
で
徴（
収
）
79

さ
れ
て
以
降
、
デ
ュ

プ
ラ
が
大
法
官
で
あ
っ
た
一
五
三
五
年
ま
で
の
間
に
、
一
五
一
八

年
、
一
五
二
一
年
、
一
五
二
三
年
、
一
五
二
六
年
、
一
五
二
七
年
、

一
五
三
二
年
、
一
五
三
三
年
、
一
五
三
四
年
と
九
度
に
わ
た
り
徴

収
さ
れ
て
い（
る
）
80

。
そ
れ
ら
の
名
目
は
、
本
来
の
異
教
徒
と
の
戦
い

（
一
五
一
六

年
）
に
加
え
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
の
戦
争
の
た
め

の
戦
費
充
当
（
一
五
二
三（
年
）
81

）、
カ
ー
ル
五
世
に
よ
り
人
質
と
さ

れ
た
フ
ラ
ン
ス
王
子
た
ち
の
身
代
金
（
一
五
二
九（
年
）
82

）
な
ど
多
岐

に
わ
た
る
。

　

で
は
一
回
の
聖
職
禄
収
入
に
対
す
る
十
分
の
一
税
（
デ
シ
ー

ム
）
で
、
ど
の
位
の
歳
入
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
五
二

三
年
の
財
政
状
況
書
に
よ
れ
ば
、「
二
・
五
デ
シ
ー
ム
で
一
、一
八

五
、二
二
一
リ
ー
ヴ
ル
を
徴
収
す
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
デ

シ
ー
ム
は
約
四
七
万
四
千
リ
ー
ヴ
ル
と
な
る
。
一
回
の
徴
収
額
も

一
デ
シ
ー
ム
で
は
な
く
、
一
五
二
三
年
に
は
二
・
五
デ
シ
ー
ム
、

王
子
釈
放
身
代
金
の
際
に
は
四
デ
シ
ー
ム
を
徴
す
る
な
ど
倍
数
の

ケ
ー
ス
も
数
回
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
治
世
に
徴
収
し
た
聖

職
者
か
ら
の
十
分
の
一
税
は
、
総
額
で
一
八
〇
〇
万
か
ら
二
〇
〇

〇
万
リ
ー
ヴ
ル
に
達（
し
）
83

、
王
国
財
政
に
と
り
貴
重
な
財
源
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

二
．
永
代
所
有
権
取
得
税
（droitd

a̓m
ortissem

ent

）

　

ま
た
聖
職
禄
収
入
に
対
す
る
十
分
の
一
税
と
並
ん
で
、
新
た
な

財
源
と
な
っ
た
の
が
王
に
よ
る
「
永
代
所
有
権
取
得
税
」
で
あ
る
。

永
代
所
有
権
取
得
税
と
は
、
教
会
お
よ
び
病
院
、
改
悛
院
な
ど
の

広
い
意
味
で
教
会
に
帰
属
す
る
団
体
が
財
産
の
所
有
権
を
取
得
す

九
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る
た
め
に
国
王
に
支
払
う
一
時
金
を
言
う
。
中
世
に
お
い
て
は
、

平
民
の
保
有
地
が
相
続
ま
た
は
贈
与
に
よ
り
移
転
す
る
場
合
は
、

領
主
が
所
有
権
移
転
税
を
徴
収
し
た
が
、
財
産
が
教
会
に
寄
進
さ

れ
場
合
に
は
、
教
会
は
永
続
的
な
法
人
格
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の

で
、
移
転
税
を
徴
収
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
教
会

へ
の
財
産
移
転
は
領
主
の
利
益
を
害
す
る
の
で
、
そ
れ
を
調
整
す

る
た
め
三
つ
の
方
法
が
考
え
だ
さ
れ（
た
）
84

。
第
一
は
、
暫
定
的
に
当

該
財
産
の
取
得
を
教
会
に
認
め
る
が
、
一
定
期
間
内
（
一
年
と
一

日
以
内
）
に
当
該
財
産
を
私
人
に
強
制
的
に
売
却
さ
せ
る
方
法
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
資
産
移
転
に
伴
う
税
は
支
払
う
必
要
が
な
く
、

教
会
は
土
地
の
代
わ
り
に
対
価
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
は
、

教
会
で
は
な
く
擬
制
的
に
「
自
然
人
」
た
る
私
人
を
所
有
者
と
し

て
立
て
、
こ
の
私
人
を
真
正
の
所
有
者
と
見
做
す
や
り
か
た
で
あ

る
。
第
三
が
、
教
会
が
財
産
価
格
の
五
分
の
一
に
達
す
る
程
度
の

一
時
金
（
永
代
所
有
権
取
得
税
）
を
支
払
っ
て
、
財
産
を
保
有
す

る
方
法
で
あ
る
。
従
っ
て
、
永
代
所
有
権
取
得
税
は
、
領
主
と
教

会
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
政
府
は
一
五
二
〇
年
に

教
会
が
占
有
す
る
物
件
の
調
査
を
開
始（
し
）
85

、
一
五
二
〇
年
か
ら
一

五
二
三
年
に
か
け
て
集
中
的
に
永
代
所
有
権
取
得
税
を
徴
収
し
た
。

　

一
五
二
二
年
九
月
六
日
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
王
令
を
発
し
て
、

教
会
、
修
道
院
、
病
院
な
ど
永
代
財
産
所
有
団
体
（m

ain-

m
orte

）
が
使
用
す
る
不
動
産
な
ら
び
に
新
規
に
取
得
し
た
物
件

の
申
告
を
受
け
付
け
る
親
任
官
を
派
遣（
し
）
86

、
ま
た
ア
ル
マ
ニ
ャ
ッ

ク
の
バ
イ
イ
、
シ
ャ
ル
ト
ル
の
セ
ネ
シ
ャ
ル
に
上
記
の
調
査
を
命

じ
、
同
じ
く
永
代
所
有
権
取
得
の
許
可
を
受
け
ず
に
領
地
を
取
得

し
た
永
代
財
産
所
有
団
体
を
調
査
す
る
よ
う
モ
ン
ペ
リ
エ
総
督
に

命
ず
る
王
令
を
発
行
し
た
。
同
年
一
〇
月
一
五
日
に
は
パ
リ
高
等

法
院
長
、
同
会
計
院
長
ら
に
対
し
て
、
聖
職
者
所
有
の
永
代
所
有

財
産
物
件
の
調
査
を
進
め
る
よ
う
命
ず
る
王（
令
）
87

を
発
行
し
て
い
る
。

ま
た
一
五
一
六
年
か
ら
一
五
三
〇
年
に
か
け
て
の
年
度
別
の
永
代

所
有
権
取
得
王
令
の
件（
数
）
88

は
、
一
五
一
六
年
は
二
件
、
一
七
年
は

〇
件
、
一
八
年
は
一
件
、
一
九
年
は
〇
件
、
二
〇
年
は
一
件
、
二

一
年
は
〇
件
、
二
二
年
は
一
五
件
、
二
三
年
は
六
件
、
二
五
年
―

二
六
年
は
〇
件
、
二
七
年
と
二
八
年
は
各
一
件
、
二
九
年
―
三
〇

年
は
〇
件
と
な
っ
て
お
り
、
一
五
二
二
年
と
二
三
年
に
集
中
的
に

徴
収
し
た
こ
と
が
わ
か
る
（
資
料
二
）。
永
代
所
有
権
取
得
税
の

発
案
者
は
パ
リ
会
計
院
院
長
ジ
ル
・
ベ
ル
テ
ロ
と
言
わ
れ
る（
が
）
89

、

重
臣
や
財
務
官
職
者
が
新
財
源
発
掘
に
努
力
し
て
い
る
こ
と
が
見

て
取
れ
る
。

三
．
市
債
発
行

　

教
会
課
税
と
並
ん
で
進
め
ら
れ
た
の
が
、
都
市
お
よ
び
都
市
ブ

九
七
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資料 2
永代所有権取得認可状発行状況

年/月/日 受益教会/団体 金額/内容 C.A.F.番号

1516/9/ オルレアン病院 ジャック・デュモン寄贈資産 t.1/524

1516/10/ サン・ピエール・ドゥ・トロワ司教座聖堂 年賦金 600 リーヴルまでのすべての権利、
貢租、年賦金、土地

t.1/545

1518/5/ トウルーズ・女子改悛院 t.1/838

1520/10/15 ラオン病院 ポンタヴェール在不動産 t1/1257

1522/6/22 トウール司教区 司教区の聖職者保有資産および収入に対
し 10,400l.t.

t.5/17500

1522/8/ アングレーム司教区 アングレーム司教区聖職者保有資産 t.1/1645

1522/8/ パリ・クレスティネス会修道院 すべての所有資産 t.1/1646

1522/8 カオール司教区 司教区の司教、聖職者資産に対し
19,854l.t.14s

t.1/1647

1522/8/ ソワソン司教区 司教区の聖職者、永代財産所有団体の資
産に対し 4,866l.t.10s

t.1/1648

1522/8/10 ルーアン司教区 ルーアン地方聖職者に対し 100,000l.t. t.5/17518

1522/10/ オークセル司教区 司教区の聖職者資産 t.1/1681

1522/10/ ブールジュ司教区 司教区の聖職者の資産に対し 35,000l.t. t.1/1682

1522/10/ シャルトル、オルレアン司教区 司教区の聖職者資産に対し t.1/1683

1522/10/ マン司教区 司教区聖職者資産に対し 10,950l.t. t.1/1684

1522/10/ ペリグー司教区 司教区聖職者資産に対し 10,950l.t. t.1/1685

1522/10/4 パリ司教区 パリ司教区内聖職者資産 t.5/17532;
t.1/1792

1522/11/4 アンジェ司教区 21,000l.t.（但し病院分は除く） t.1/1689

1522/11/ トウール・サン・マルタン聖堂 聖堂参事会の収入および所有物件に対し
3,000l.t.

t.1/1697

1522/11/ マルムーチェ修道院 修道院の収入および所有物件に対し
2,000l.t.

t.1/1698

1523/1/ サンリス司教区 司教区、司教座修道参事会、修道院に対
し 1,603l.t5s

t.1/1743

1523/1/ サンリス司教座参事会 司教および司教座聖堂参事会所有のすべ
ての資産

t.1/1744

1523/2/ ジェルシー・アン・ブリ修道院 修道会員および修道会のすべての所有物件 t.1/1769

1523/3/ パリ・カルトウージュ修道会 すべての所有物件 t.1/1793

1523/6/ モン・サン・ルイ・カルトウージュ修道会 すべての所有物件 t.1/1846

1524/3 サン・ジャン・ドゥ・ジェルザレム修道会 王国内のすべての所有物件に対し 100,000l.t. t.1/1989

1527/7/ グランモン修道会のモンタルベドン・ノ
トルダム小修道院長兼修道士ピエール・
ブロワ

フランス主馬頭ジャック・ガイヨ・ド
ゥ・ジェヌイヤックとの交換契約により
取得した土地

t.6/19303

1528/4/ ニヴェルネ在、サン・ジェルマン・ド
ウ・ジピ教会

ジャン・ドゥ・シャンテルウ夫妻により
寄贈された基金の年賦金

t.1/2947
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ル
ジ
ョ
ワ
か
ら
の
資
金
調
達
で
あ
る
。
従
来
か
ら
御
用
金
、
城
塞

補
修
費
負
担
、
兵
士
や
馬
匹
・
車
両
の
徴
集
費
用
分
担
な
ど
が
あ

っ
た
が
、
新
し
い
手
法
と
し
て
パ
リ
市
な
ど
に
お
い
て
、
市
債
発

行
に
よ
る
調
達
方
法
が
つ
く
ら
れ
た
。
銀
行
家
か
ら
王
へ
の
利
付

融
資
は
金
利
が
高
く
（
年
一
六
～
二
〇
％
）、
か
つ
期
間
は
原
則

三
か
月
で
あ
り
、
低
利
で
長
期
の
資
金
が
欲
し
い
王
国
政
府
に
と

っ
て
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
市
債
を
用
い
た
手
法
を
提
案
し
た
の
が
デ
ュ
プ
ラ
で
あ
っ
た

と
言
わ
れ（
る
）
90

。「
国
王
陛
下
は
リ
ヨ
ン
か
ら
戻
っ
て
ブ
ロ
ワ
で
王

太
子
殿
下
と
二
人
の
王
子
殿
下
に
お
会
い
に
な
り
、
一
五
二
二
年

八
月
一
八
日
パ
リ
に
到
着
さ
れ
、
こ
れ
に
は
王
太
后
陛
下
お
よ
び

貴
族
が
随
行
さ
れ
た
。
パ
リ
で
多
額
の
借
入
を
行
う
た
め
で
あ
る
。

パ
リ
の
多
く
の
市
民
、
商
人
、
弁
護
士
、
代
訴
人
、
執
達
吏
、
公

証
人
ら
が
一
〇
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
、
八
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
、
五
〇
〇

リ
ー
ヴ
ル
と
融
資
を
求
め
ら
れ
た
。
国
王
陛
下
は
一
リ
ー
ヴ
ル
あ

た
り
利
率
一
二
分
の
一
（
八
・
三
三
％
）
の
公
債
（rente

）
を
設

定
す
る
よ
う
要
求
な
さ
れ
、
そ
の
償
還
の
原
資
と
し
て
ボ
ー
ヴ
ェ

の
屠
殺
場
に
お
け
る
四
足
家
畜
に
対
す
る
課
税
権
を
市
に
譲
渡
な

さ
れ
た
。
パ
リ
市
は
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
資
金
で
毎
年
債
券
の
償

還
を
行
う
こ
と
と
し
、
市
は
一
〇
万
金
エ
キ
ュ
ま
で
支
払
う
義
務

を
負
っ
た
」
と
『
パ
リ
住
民
の
日（
記
）
91

』
は
書
い
て
い
る
。
家
畜
に

対
す
る
課
税
権
や
ワ
イ
ン
飲
料
税
を
パ
リ
市
に
譲
渡
し（
て
）
92

、
王
は

一
括
し
て
資
金
を
入
手
し
、
市
は
こ
れ
を
債
券
と
し
て
市
民
に
売

却
し
、
税
収
を
原
資
と
し
て
利
息
を
支
払
い
、
債
券
を
償
還
す
る

仕
組
み
で
あ
る
。
発
行
額
は
二
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
（
一
〇
万
金
エ
キ

ュ
）
で
あ
っ
た
。
王
税
を
原
資
に
パ
リ
市
が
債
券
を
発
行
す
る
点
、

お
よ
び
譲
渡
可
能
で
あ
る
点
に
新
規
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
債
券
の

金
利
は
年
八
・
三
三
％
と
低
く
、
償
還
は
借
り
手
の
意
思
で
年
二

万
五
千
リ
ー
ヴ
ル
ま
で
は
行
え
る
が
、
最
終
期
日
が
定
ま
っ
て
い

な
い
永
久
債
（renteperpetuel

）
で
あ
っ（
た
）
93

。
こ
れ
ら
の
低
利
、

長
期
、
ま
と
ま
っ
た
金
額
と
い
う
経
済
的
利
点
に
加
え
、
イ
タ
リ

ア
人
商
人
・
銀
行
家
か
ら
の
高
利
の
借
入
に
対
し
て
王
国
内
に
強

い
反
発
が
あ
る
中
で
、
資
金
の
出
し
手
が
パ
リ
市
民
で
あ
る
こ
と

も
こ
の
パ
リ
市
債
発
行
の
見
逃
せ
な
い
点
で
あ
っ（
た
）
94

。

　

王
は
市
債
発
行
王
令
の
登
録
を
パ
リ
高
等
法
院
に
求
め
た
が
、

同
法
院
は
た
だ
ち
に
は
登
録
を
せ
ず
、
検
討
の
余
地
あ
り
と
し
て

長
引
か
せ
た
。
す
る
と
デ
ュ
プ
ラ
は
自
ら
高
等
法
院
に
出
向
き
、

三
人
の
高
等
法
院
評
定
官
を
投
獄
し
た
。
こ
の
結
果
パ
リ
市
債
券

の
王
令
は
登
録
さ
れ
た
の
で
あ
っ（
た
）
95

。
こ
こ
に
も
デ
ュ
プ
ラ
の
目

的
達
成
へ
の
熱
意
と
権
力
の
顕
示
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

だ
が
、
こ
の
パ
リ
市
債
発
行
に
よ
る
資
金
調
達
は
、
デ
ュ
プ
ラ

の
時
代
で
は
一
度
だ
け
で
あ
っ
た
し
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
も
そ
れ

九
九
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ほ
ど
多
く
は
使
わ
な
か
っ（
た
）
96

。
そ
の
理
由
を
示
す
史
料
は
な
い
が
、

高
等
法
院
で
の
登
録
な
ど
手
続
き
面
で
煩
瑣
で
あ
っ
た
故
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
他
の
都
市
に
つ
い
て
も
、
オ
ル
レ
ア
ン
、
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
、
リ
ヨ
ン
な
ど
で
一
五
三
六
年
に
発
行
さ
れ
た
の
み
で
、

都
市
債
が
多
く
発
行
さ
れ
る
の
は
次
の
ア
ン
リ
二
世
の
治
世
以
降

で
あ
る
。
し
か
し
永
久
債
の
機
能
を
持
っ
た
市
債
は
、
そ
の
後
の

フ
ラ
ン
ス
王
国
の
長
期
資
金
調
達
、
特
に
戦
費
調
達
の
手
段
と
し

て
重
要
な
役
割
を
持
つ
よ
う
に
な（
る
）
97

。

四
．
官
職
売
買

　

官
職
売
買
は
先
王
た
ち
の
時
代
に
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、
秘
密

裡
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
公
然
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

だ
が
、
カ
ー
ル
五
世
と
の
戦
い
が
始
ま
る
一
五
二
一
年
に
ボ
ル

ド
ー
高
等
法
院
の
国
王
公
証
人
職
（notairesroyaux
）
が
四
〇

名
増
員
さ
れ
た
の（
を
）
98

嚆
矢
と
し
て
、
パ
リ
会
計
院
の
書
記
職
に
評

定
官
職
と
監
査
官
職
（auditeurs

）
の
資
格
を
付
与（
し
）
99

、
さ
ら

に
上
級
評
定
官
職
（conseillersm

aitresordinaires

）
一
二

名
を
創
設（
し
）
100

、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
高
等
法
院
に
四
名
の
評
定
官
職
を

増
設
す
る
な
ど
、
一
五
二
一
年
か
ら
二
二
年
に
か
け
て
多
く
の
官

職
が
創
設
さ
れ
売
官
の
対
象
と
さ
れ
た
。

　

一
五
二
一
年
一
〇
月
ピ
カ
ル
デ
ィ
の
戦
陣
に
い
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ

一
世
は
デ
ュ
プ
ラ
に
宛
て
て
「
パ
リ
高
等
法
院
に
二
〇
の
官
職
を

増
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
二
万
リ
ー
ヴ
ル
を
直
ぐ
得
た
い
。
そ

れ
は
他
の
場
合
の
六
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ（
る
）
101

」

と
の
書
簡
を
送
っ
た
。
デ
ュ
プ
ラ
は
王
の
指
示
に
基
づ
き
、
パ
リ

高
等
法
院
あ
て
に
増
設
王
令
を
登
録
す
る
よ
う
命
令
書
を
作
成
し

た
。
増
設
の
趣
旨
は
、
高
等
法
院
が
管
轄
す
る
事
項
数
に
比
べ
、

取
り
扱
う
職
員
が
少
な
い
の
で
事
案
の
処
理
が
滞
り
、
犯
罪
人
の

処
罰
が
遅
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
増
員
を
す
る
べ

き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ボ
ル
ド
ー
や
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
で
は
問
題

に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
パ
リ
高
等
法
院
の
増
員
案
は
強
い
抵

抗
に
あ
っ
た
。

　

国
王
が
署
名
し
た
評
定
官
職
増
員
令
が
登
録
の
た
め
パ
リ
高
等

法
院
に
提
示
さ
れ
た
の
が
一
五
二
二
年
一
月
三
一
日
で
あ
っ
た（
が
）
102

、

な
か
な
か
審
査
は
進
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
間
、
パ
リ
高
等
法
院
が

一
二
万
リ
ー
ヴ
ル
の
融
資
を
行
え
ば
官
職
増
設
は
取
り
下
げ
る
と

王
は
提
示
し
た
が
、
王
国
財
政
は
自
分
た
ち
が
関
与
す
る
こ
と
で

は
な
い
と
パ
リ
高
等
法
院
は
融
資
を
拒
否
し
、
官
職
増
設
に
も
反

対
し（
た
）
103

。
同
法
院
は
王
側
近
の
有
力
者
に
増
設
反
対
へ
の
支
援
を

求
め
た
が
成
功
せ
ず
、
ま
た
王
の
意
思
も
萎
え
る
こ
と
は
な
く
、

結
局
登
録
さ
れ
る
ま
で
に
七
週
間
を
要
し
て
、
三
月
末
に
よ
う
や

く
王
令
は
登
録
さ
れ
た
。
だ
が
王
令
登
録
後
、
政
府
は
六
千
リ
ー

一
〇
〇
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ヴ
ル
で
官
職
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
二
〇
人
を
見
つ
け
る
こ
と
に

苦
労
し
た
。
王
は
、「（
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
）
高
等
法
院
司
法
官
の

個
人
財
産
か
ら
同
額
を
徴
収
し
、
将
来
も
同
様
な
方
法
の
前
例
と

す
る
」
と
脅
し
た
が
、
高
等
法
院
側
は
、
新
官
職
の
条
件
に
合
致

す
る
人
物
が
い
れ
ば
受
け
入
れ
る
と
し
な
が
ら
も
、
積
極
的
に
動

く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
翌
一
五
二
三
年
一
月
に
よ
う
や
く
二
〇
名

が
任
命
さ
れ
、
新
任
命
者
は
一
名
を
除
き
、
買
官
費
を
支
払
っ（
た
）
104

。

　

官
職
売
買
代
金
は
戦
時
財
務
官
に
直
接
支
払
わ
れ
る
な
ど
、
従

来
は
規
定
が
な
い
に
等
し
か
っ
た
が
、
一
五
二
三
年
の
財
務
行
政

改
革
に
よ
り
、
貯
蓄
国
庫
財
務
官
兼
臨
時
歳
入
徴
収
役
、
一
五
二

四
年
か
ら
は
特
別
臨
時
歳
入
財
務
官
が
取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
官
職
売
買
に
よ
る
歳
入
は
ど
の
位
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

官
職
創
設
、
売
却
は
こ
の
時
代
に
表
に
で
た
が
、
取
引
価
格
は

必
ず
し
も
公
で
は
な
く
総
額
を
把
握
す
る
の
は
難
し
い
。
公
に
さ

れ
た
事
案
、
史
料
に
現
れ
た
事
案
を
例
示
す
れ
ば
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。
従
来
請
負
で
あ
っ
た
バ
イ
ア
ジ
ュ
、
セ
ネ
シ
ョ
ッ
セ
、

プ
レ
ヴ
オ
の
書
記
職
を
一
五
二
一
年
七
月
に
官
職
に
し
た
事
例
で

は
総
額
で
六
万
リ
ー
ヴ（
ル
）
105

、
前
述
の
パ
リ
高
等
法
院
評
定
官
職
は

一
件
六
千
リ
ー
ヴ
ル
、
一
五
二
二
年
二
月
シ
ャ
ト
レ
裁
判
所
調
査

官
職
は
一
件
一
二
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
、
同
公
証
人
職
は
一
件
四
〇
〇

～
五
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
と
さ
れ
て
い（
る
）
106

。
年
間
で
の
総
額
は
不
明
で

あ
る
が
、
一
五
二
四
年
か
ら
二
八
年
ま
で
の
特
別
臨
時
歳
入
財
務

官
が
取
り
扱
っ
た
歳
入
額
は
五
六
万
八
千
リ
ー
ヴ
ル
に
過
ぎ（
ず
）
107

、

決
し
て
多
い
金
額
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
官
職
創
設
と
売
却
に

よ
る
資
金
入
手
は
、
こ
の
後
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
期
の
常
套
手

段
と
な
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
デ
ュ
プ
ラ
自
身
が
王
室
訴
願
審
査
官
に
任
命

さ
れ
た
際
、
買
官
者
と
見
做
さ
れ
て
、
パ
リ
高
等
法
院
の
承
認
が

な
か
な
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
が
、
官
職
売
買
と
新
官

職
創
設
を
国
王
歳
入
の
柱
と
す
る
制
度
を
確
立
し
た
の
が
彼
で
あ

る
と
さ
れ
て
い（
る
）
108

。
ビ
ュ
イ
ッ
ソ
ン
は
「
国
家
の
た
め
に
は
、
例

え
ば
サ
ン
ブ
ラ
ン
セ
事
件
の
よ
う
な
冤
罪
事
件
を
起
こ
し
、
あ
る

い
は
王
を
富
ま
せ
る
た
め
に
は
官
職
売
却
の
よ
う
な
最
も
嘆
か
わ

し
い
制
度
を
設
計
し
拡
大
す
る
と
い
う
許
さ
れ
ざ
る
不
正
を
自
ら

行
っ
た
」
と
厳
し
く
非
難
し
て
い（
る
）
109

。

第
三
節　

二
王
子
の
身
代
金
の
調
達

　

こ
れ
ら
の
手
法
と
財
源
が
総
動
員
さ
れ
た
の
が
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ

一
世
の
身
代
わ
り
と
し
て
人
質
に
な
っ
た
二
人
の
王
子
解
放
の
た

め
の
身
代
金
二
〇
〇
万
エ
キ
ュ
の
支
払
い
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一

五
二
〇
年
代
末
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
財
政
に
と
り
大
き
な
問
題

で
あ
っ
た
が
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
資
金
を
集
め
支
払
っ
た
の
か
を

一
〇
一
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見
て
み
よ
う
。

　

一
五
二
九
年
八
月
に
締
結
さ
れ
た
カ
ン
ブ
レ
ー
和
約
に
よ
り
王

子
二
人
の
身
代
金
は
二
〇
〇
万
金
エ
キ
ュ
（
四
〇
〇
万
リ
ー
ヴ

ル
）
と
さ
れ
、
そ
の
う
ち
一
二
〇
万
金
エ
キ
ュ
は
王
子
た
ち
の
釈

放
と
交
換
に
金
貨
で
支
払
う
と
さ
れ
た
。
残
額
八
〇
万
金
エ
キ
ュ

の
う
ち
五
〇
万
金
エ
キ
ュ
は
カ
ー
ル
五
世
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王

ヘ
ン
リ
八
世
へ
の
債
務
を
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
が
肩
代
わ
り（
し
）
110

、
残

り
の
三
〇
万
金
エ
キ
ュ
は
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
公
夫
人
マ
リ
・
ド
ゥ
・

リ
ュ
ク
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
が
所
有
す
る
領
地
を
カ
ー
ル
五
世
に
譲
渡

す
る
こ
と
で
相
殺
す
る
こ
と
と
な
っ（
た
）
111

。

そ
れ
で
は
金
貨
で
支
払
う
と
約
し
た
一
二
〇
万
金
エ
キ
ュ
を
ど
の

よ
う
に
調
達
し
た
の
か
。
一
五
二
七

年
一
二
月
の
名
士
会
議
で

は
二
〇
〇
万
エ
キ
ュ
の
拠
出
に
参
加
者
全
員
が
賛
成
し
た
が
、
実

際
の
拠
出
は
別
問
題
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
タ
イ
ユ
増
税
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
一
五
二
七
年
度
か

ら
基
準
額
二
四
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
に
対
し
て
タ
イ
ユ
の
増
税
が
始
ま

っ
て
お
り
、
一
五
二
七
年
お
よ
び
一
五
二
八
年
は
各
二
六
六
万

リ
ー
ヴ
ル
、
一
五
二
九
年
に
は
三
二
六
万
リ
ー
ヴ
ル
、
一
五
三
〇

年
に
も
六
六
万
リ
ー
ヴ
ル
の
増
税
が
行
わ
れ
た
。
増
額
分
の
す
べ

て
が
身
代
金
の
た
め
で
は
な
く
、
軍
事
費
、
経
常
費
に
も
相
当
回

さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

次
に
聖
職
者
か
ら
も
一
五
二
九
年
二
月
二
日
王
令
に
よ
り
聖
職

禄
収
入
に
対
す
る
十
分
の
一
税
を
今
回
は
四
倍
（
四
デ
シ
ー
ム
）

を
徴
収
す（
る
）
112

こ
と
と
し
た
。
四
デ
シ
ー
ム
な
ら
ば
、
総
額
で
約
一

九
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
に
上
る
が
、
こ
の
と
お
り
全
額
が
徴
収
さ
れ
た

か
否
か
は
不
明
で
あ（
る
）
113

。
こ
れ
も
身
代
金
だ
け
で
な
く
、
他
の
支

出
に
も
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

貴
族
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ
う
に
賦
課
、
徴
収
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
貴
族
は
軍
備
の
提
供
と
戦
争
へ
の
参
加
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
た
め
、
通
常
で
あ
れ
ば
税
免
除
の
特
権
を
有
し
て
い
た
が
、

今
回
の
身
代
金
に
つ
い
て
は
資
金
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
五
二
七
年
一
二
月
の
名
士
会
議
に
お
い
て
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
公
が

第
二
身
分
を
代
表
し
て
「
こ
こ
に
出
席
す
る
貴
族
は
資
産
の
半
分

だ
け
で
は
な
く
、
全
て
を
、
そ
し
て
肉
体
と
生
命
を
も
提
供
す
る

こ
と
を
申
し
出
る
。
出
席
し
て
い
な
い
他
の
貴
族
が
た
も
同
様
に

な
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
」
と
発
言
し（
た
）
114

。
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し

て
貴
族
か
ら
の
徴
収
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
貴
族
か
ら

の
徴
収
は
、
戦
費
に
向
け
ら
れ
る
の
か
、
身
代
金
に
向
け
ら
れ
る

の
か
、
あ
る
い
は
両
方
に
向
け
ら
れ
る
の
か
。
戦
費
に
向
け
ら
れ

る
と
す
れ
ば
、
貴
族
は
伝
統
的
な
特
権
に
よ
っ
て
支
払
わ
な
く
て

良
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
デ
ュ
プ
ラ
も
「
国
王
陛
下
は
、
和
平

一
〇
二
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が
ま
だ
実
現
し
な
い
の
で
、
貴
族
に
対
し
て
は
身
代
金
部
分
だ
け

を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
書
簡
を
出
し
て
い（
る
）
115

。
ま

た
、
ギ
ー
ズ
伯
シ
ャ
ル
ル
・
ド
ゥ
・
ロ
ア
ン
に
「
ア
ン
ジ
ュ
と

メ
ー
ヌ
地
方
の
貴
族
を
召
集
し
て
、
身
代
金
を
拠
出
す
る
こ
と
を

約
束
さ
せ
る
よ
う
に
」
と
の
王
の
委
任
状
が
発
行
さ
れ（
た
）
116

。

　

一
五
二
九
年
八
月
五
日
カ
ン
ブ
レ
ー
和
約
が
締
結
さ
れ
、
身
代

金
額
が
確
定
す
る
と
、
貴
族
か
ら
の
徴
収
が
始
ま
っ
た
。
フ
ラ
ン

ソ
ワ
一
世
は
、
自
分
は
貴
族
に
対
し
て
常
に
気
前
良
さ
と
寛
容
を

示
し
て
お
り
、
貴
族
は
他
の
誰
よ
り
も
王
の
善
意
を
享
受
し
て
き

た
の
だ
か
ら
、
彼
ら
も
善
意
と
寛
容
を
示
す
こ
と
を
望
む
は
ず
だ

と
考
え
て
い（
た
）
117

。
一
五
二
九
年
九
月
二
八
日
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は

パ
リ
と
イ
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
を
パ
リ
に
召
集
し
て
会
議

を
開
催
し
、
封
土
と
陪
臣
封
の
年
収
の
十
分
の
一
を
支
払
う
よ
う

示
唆
し
、
出
席
し
た
貴
族
は
同
意
し（
た
）
118

。
王
は
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス

全
土
に
お
い
て
貴
族
を
召
集
し
、
パ
リ
で
の
国
王
の
演
説
を
国
王

代
理
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
読
み
上
げ
、
パ
リ
と
イ
ル
・
ド
・
フ

ラ
ン
ス
の
貴
族
と
同
じ
く
年
収
の
十
分
の
一
の
資
金
を
拠
出
す
る

よ
う
要
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
地
方
ご
と
に
貴
族
集
会
が
開
催
さ

れ
、
多
く
の
地
方
が
年
収
の
十
分
の
一
の
拠
出
に
同
意
し
た
が
、

ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
、
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
、
ベ
リ
ー
、
リ
ム
ザ
ン
、
ペ
リ

ゴ
ー
ル
、
ケ
ル
シ
ー
な
ど
の
貴
族
は
拒
絶
し（
た
）
119

。
今
回
は
身
代
金

の
た
め
の
拠
出
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
恒
常
的
な
課
税
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
の
懸
念
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
王
は
譲
歩
す
る
こ

と
な
く
、
す
べ
て
の
貴
族
、
封
臣
に
対
し
年
収
の
十
分
の
一
を
徴

税
し
た
。
そ
れ
で
も
強
く
反
対
す
る
地
方
に
は
重
臣
を
赴
か
せ
、

説
得
に
あ
た
ら
せ
、
例
え
ば
王
の
義
兄
で
あ
る
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
王
ア

ン
リ
二
世
を
ベ
リ
ー
、
リ
ム
ザ
ン
、
ペ
リ
ゴ
ー
ル
に
派
遣
し
、
貴

族
集
会
を
開
催
さ
せ
て
徴
収
に
成
功
し
て
い（
る
）
120

。
だ
が
結
局
す
べ

て
を
徴
収
す
る
の
に
は
一
五
三
五
年
ま
で
か
か
っ
て
お
り
、
そ
の

上
、
そ
の
徴
収
額
は
三
〇
万
か
ら
三
五
万
リ
ー
ヴ
ル
と
推
定
さ（
れ
）
121

、

全
体
か
ら
見
れ
ば
少
額
で
あ
っ
た
。

　

都
市
か
ら
の
身
代
金
資
金
徴
収
も
、
政
府
か
ら
の
要
請
と
都
市

か
ら
の
減
額
交
渉
の
連
続
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
政
府
役
人
は
パ
リ

市
に
一
〇
万
金
エ
キ
ュ
（
二
〇
万
リ
ー
ヴ
ル
）
を
要
求
し（
た
）
122

が
、

パ
リ
市
は
王
に
使
者
を
派
遣
し
て
配
慮
を
要
請
し
、
そ
の
結
果
王

は
、
政
府
が
減
額
に
応
じ
た
こ
と
は
他
の
都
市
に
は
漏
ら
さ
な
い

と
の
条
件
を
課
し
て
、
一
五
万
リ
ー
ヴ
ル
に
減
額
す
る
こ
と
に
同

意
し
、
一
五
二
八
年
一
〇
月
一
三
日
に
王
令
を
発
布
し
、
身
代
金

分
担
金
の
徴
収
と
支
払
を
急
ぐ
よ
う
パ
リ
商
人
頭
と
市
参
事
会
に

命
じ（
た
）
123

。
し
か
し
、
す
ぐ
に
は
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
翌
年

一
月
二
八
日
に
分
担
金
徴
収
を
急
ぐ
よ
う
に
と
の
王
令
を
改
め
て

発
行
し（
た
）
124

。
パ
リ
市
は
家
賃
を
基
準
に
市
民
か
ら
の
徴
収
額
を
査

一
〇
三



史
　
　
　
学
　
第
九
〇
巻
　
第
一
号

）

一
〇
四　
（

定
し
て
一
一
万
四
千
リ
ー
ヴ
ル
を
徴
収
し
、
不
足
分
は
資
産
家
か

ら
追
加
で
徴
収
し
た
と
さ
れ（
る
）
125

が
、
政
府
は
分
担
金
支
払
い
の
た

め
に
パ
リ
市
に
入
る
ワ
イ
ン
に
税
を
徴
収
す
る
こ
と
を
一
五
二
九

年
九
月
一
四
日
付
で
認
め（
た
）
126

。

　

そ
の
他
の
都
市
も
、
パ
リ
市
で
減
額
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
政

府
と
減
額
交
渉
を
行
い
、
リ
ヨ
ン
市
は
三
万
五
千
リ
ー
ヴ
ル
の
要

請
に
対
し
二
万
五
千
リ
ー
ヴ
ル（
に
）
127

、
ル
ア
ン（
市
）
128

は
七
万
五
千
リ
ー

ヴ
ル
の
分
担
金
に
対
し
五
万
リ
ー
ヴ
ル
に
減
額
さ（
れ
）
129

オ
ル
レ
ア
ン

市
は
三
万
リ
ー
ヴ
ル
の
分
担
金
が
二
万
リ
ー
ヴ
ル
に
減
額
さ
れ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
政
府
は
調
達
し
た
資
金
を
ど
の
よ
う
に
し
て
カ
ー

ル
五
世
が
要
求
し
た
エ
キ
ュ
金
貨
に
両
替
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
五
二
九
年
一
二
月
一
〇
日
、
政
府
は
金
に
関
す
る
王
令
を
数
件

公
布
し
て
い
る
。
ま
ず
金
銀
食
器
製
造
を
禁（
じ
）
130

、
同
時
に
金
塊
輸

出
を
禁
止
し
て
、
商
人
が
所
有
す
る
金
塊
を
親
任
官
に
預
託
さ

せ（
た
）
131

。
さ
ら
に
通
貨
鋳
造
に
関
し
て
は
、
流
通
し
て
い
な
い
金
貨

を
供
出
さ
せ
る
た
め
に
ル
ア
ン
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
、
リ
ヨ
ン
、
ト

ウ
ー
ル
、
ボ
ル
ド
ー
、
ブ
ー
ル
ジ
ュ
に
親
任
官
を
派
遣（
し
）
132

、
ま
た

金
貨
鋳
造
に
不
正
が
あ
っ
た
ド
ー
フ
ィ
ネ
と
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
鋳

造
所
で
の
通
貨
鋳
造
を
禁
じ
る
命（
令
）
133

を
出
し
て
い
る
。
加
え
て
重

臣
た
ち
が
、
身
代
金
の
た
め
に
国
民
が
王
に
貸
与
し
た
金
銀
食
器

の
返
済
を
保
証
し
て
い
た
が
、
同
月
一
四
日
に
は
王
自
身
が
重
臣

た
ち
の
債
務
を
保
証
し
て
い（
る
）
134

。

　

一
五
三
〇
年
二
月
二
一
日
二
王
子
釈
放
と
身
代
金
支
払
い
の
執

行
責
任
者
と
し
て
大
侍
従
ア
ン
ヌ
・
ド
ゥ
・
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
と
枢

機
卿
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
ゥ
・
ト
ウ
ル
ノ
ン
が
任
ぜ
ら
れ
、
三
月
後

半
に
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
に
到
着
し
て
身
代
金
の
集
約
に
あ
た
っ
た
が
、

支
払
う
金
貨
の
重
量
と
純
度
が
基
準
に
達
し
て
い
な
い
と
皇
帝
側

代
理
人
か
ら
ク
レ
ー
ム
が
あ
っ
た
た
め
、
金
貨
を
鋳
造
し
直
し
、

あ
る
い
は
他
国
の
金
貨
を
エ
キ
ュ
ウ
金
貨
に
鋳
造
し
て
、
七
月
一

日
に
よ
う
や
く
王
子
た
ち
が
釈
放
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

結
び

　

本
稿
は
、
大
法
官
デ
ュ
プ
ラ
の
財
政
政
策
を
通
し
て
、
一
六
世

紀
前
半
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
王
国
財
政
の
変
化
を
考
察
し
た
。

　

デ
ュ
プ
ラ
の
基
本
政
策
は
、
王
権
と
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
強
化
を

図
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
五
一
七
年
三
月
の
「
良
き
都
市
」

代
表
者
会
議
で
の
演
説
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
国
内
秩
序

を
回
復
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
法
を
整

備
し
て
良
き
法
の
執
行
者
を
持
た
ね
ば
な
ら
ず
、
不
正
者
を
厳
し

く
罰
し
、
時
代
に
合
わ
な
い
法
を
改
正
し
、
秩
序
を
混
乱
さ
せ
る

最
大
の
要
因
た
る
財
政
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
財

務
行
政
改
革
に
よ
り
実
行
さ
れ
、
財
務
官
僚
の
不
正
を
摘
発
し
、

一
〇
四
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財
政
資
金
の
一
括
管
理
を
推
進
し
て
財
政
の
合
理
的
運
用
を
図
ろ

う
と
し
た
。
そ
し
て
、
弱
体
化
し
た
通
貨
の
価
値
を
高
め
、
フ
ラ

ン
ス
か
ら
の
資
金
流
出
を
阻
止
し
、
自
国
産
品
の
優
先
使
用
と
他

国
産
品
の
排
除
を
目
指
し
た
。
ま
た
パ
リ
高
等
法
院
を
説
得
す
る

際
に
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
政
教
協
約
締
結
は
、

フ
ラ
ン
ス
か
ら
ロ
ー
マ
へ
の
資
金
流
出
を
防
ぐ
う
え
で
重
要
で
あ

る
と
強
調
し
て
い
る
。

　

彼
の
考
え
は
貿
易
取
引
差
額
あ
る
い
は
貿
易
外
取
引
差
額
が
プ

ラ
ス
に
な
る
こ
と
に
よ
る
貴
金
属
の
流
入
を
も
た
ら
し
、
王
国
財

政
を
豊
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
都
市
代
表
を
集
め
た
会
議
に

お
い
て
彼
は
外
国
原
料
の
使
用
を
禁
じ
、
自
国
原
料
の
使
用
を
慫

慂
し
、
ま
た
奢
侈
品
の
輸
入
を
禁
止
す
る
と
の
意
思
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
考
え
方
は
、
ル
イ
十
三
世
治
下
の
宰
相
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー

が
行
っ
た
国
内
産
業
振
興
策
あ
る
い
は
ル
イ
十
四
世
の
財
務
総
官

コ
ル
ベ
ー
ル
が
行
っ
た
特
権
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
、
王
立
マ

ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
設
立
あ
る
い
は
貿
易
独
占
特
権
会
社
の
設

立
と
い
う
よ
う
な
具
体
的
施
策
を
と
っ
て
は
い
な
い
が
、
プ
リ
ミ

テ
ィ
ブ
で
は
あ
る
が
重
商
主
義
的
思
想
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る

と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
彼
が
推
進
し
た
財
源
確
保
手
法
は
、
そ
の
後
も
資
金
調
達

策
と
し
て
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。

第
一
は
、
教
会
と
聖
職
者
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
。
聖
職
禄
収
入

に
対
す
る
十
分
の
一
税
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
と
の
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
政
教

協
約
の
締
結
と
フ
ラ
ン
ス
王
国
内
で
の
合
意
取
得
に
よ
っ
て
初
め

て
成
立
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
現
に
努
力
し
た
彼
の
功
績

は
高
く
評
価
さ
れ
る
。
永
代
所
有
権
取
得
税
徴
収
の
た
め
の
調
査

は
彼
の
時
代
に
全
国
的
に
実
施
さ
れ
、
一
七
世
紀
に
お
け
る
同
税

未
払
い
徴
収
の
調
査
で
は
一
五
二
〇
年
を
良
き
先
例
と
し
て
い
る

ほ
ど
で
あ
る
。
第
二
は
、
市
債
の
発
行
と
い
う
手
法
を
編
み
出
し

て
多
く
の
小
口
出
資
者
か
ら
資
金
を
集
め
、
償
還
に
つ
い
て
は
期

日
を
定
め
な
い
永
久
債
と
呼
ば
れ
る
金
融
手
段
を
考
案
し
て
、
軍

費
調
達
に
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
し
た
。
第
三
に
は
、
官
職

売
却
制
度
を
財
源
手
法
と
し
て
確
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。　

　

彼
の
財
源
拡
大
は
、
そ
の
手
法
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
彼
の
発

案
で
な
く
従
来
か
ら
の
も
の
を
巧
み
に
使
用
し
、
新
し
く
制
度
化

し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
行
に
あ
た
っ
て
は
王
の
権
威

を
後
ろ
盾
に
し
な
が
ら
強
力
に
押
し
進
め
た
。
デ
ュ
プ
ラ
が
考
え

実
行
し
た
施
策
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
意
向
に
沿
う
た
め
の
も

の
で
は
あ
っ
た
が
、
王
権
を
強
化
し
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
絶
対

君
主
制
に
お
け
る
財
政
制
度
の
基
盤
を
構
築
し
た
と
言
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
〇
五
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稿
『
一
六
世
紀
前
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お
け
る
フ
ラ
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ス
王
国
財
政
の
転
機

―
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ボ
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―
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史
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―
五
一
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頁
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照
。

（
2
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デ
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「
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法
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lierdeFrance
）」
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あ
る
が
、
本
稿
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は
単
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「
大
法
官
」
と

表
記
す
る
。

（
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X
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（
8
）　A

lbertBuisson, Le Chancelier A
ntoine D
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e chancelier et la loi au 
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2
名
は
在
職
中
に
失
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ギ
ヨ
ー
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一
五
三
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―
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五
）
と
宗
教
戦
争
中
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ゥ
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任
一
五
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〇
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三
）
で
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る
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（
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）,T
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）,〈https://
w
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.jstore.org/stable/2539660

〉

（
16
）　R.D
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（
18
）　P.H
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on,A

rgent,Paris,1994.
（
19
）　Collection des ordonnances des rois de France: Cata-

logues des actes de François I er,
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下C.A

.F.

）t.1-t.8,
Paris,1887-1905.

（
20
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シ
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収
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（
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